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午前10時00分開議 

○議長（深見 忠生君）  皆さん、おはようございます。 

 市山和幸議員から欠席の届け出があっております。 

 ただいまの出席議員は２５名であり、定足数に達しております。 

 これから議事日程第３号により本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（深見 忠生君）  日程第１、一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げます。一般質問の時間は、質問、答弁を含めて５０分以内となっておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 質問通告者一覧表の順序によりまして、順次登壇をお願いいたします。 

 それでは、質問順位に従い、６番、町田正一議員の登壇をお願いします。 

〔町田 正一議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（６番 町田 正一君）  それでは、通告順に従って一般質問を行います。 



- 99 - 

 本年９月７日、壱岐日々新聞社に、実は驚くべき内容の記事が記載されております。１面に、

「市と大手建設業者の癒着？」──まあクエスチョンマークがついてますけども、中身を読めば

ほとんど断定してあるので、クエスチョンマークがあろうがなかろうが、ほとんど関係ないんで

すが、指名停止明けに入札を延期の疑惑、市が県待ちと答弁しておったはずなんですが、それが

うそだったと。取材の日に慌てて書類を提出したというふうに１面に書いてございます。 

 この記事の中身について、それからあわせて、同紙の上に書いてある「市民病院は苦情の渦」

という記事がありますけど、あわせてその点についても質問させていただきます。 

 同紙の報道によると、寺頭・白水両団地の入札のおくれは、これは同紙には建設業者の名前は

書いておりませんが、指名停止を受けているのは「株式会社なかはら」であります。「なかは

ら」と市の癒着のせいであると記事に載っております。癒着という以上、入札の担当部局にしか

るべき地位のある人間が、「なかはら」から依頼を受けて指名停止の、指名の入札の延期の圧力

をかけたということでありますが、もしこれが事実であるとすれば犯罪であります。市長は直ち

に辞任すべき事項であります。 

 まず最初に、市長、そういった事実が「なかはら」から口頭であれ何であれ、「おれんとこの

会社が指名停止の期間が今月で終わりますけども、それまでこの両団地の入札を待ってくれ」と

いうふうな依頼があったのかどうか、明確に答弁をお願いします。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  町田議員の質問にお答えいたします。 

 先ほど日々新聞の新聞の報道のことでございますが、「なかはら」からそういう依頼があった

のかと、もしあっておればこれは犯罪だという御質問でございます。 

 この新聞報道による見出し記事については、事実無根でございます。「なかはら」からそうい

った依頼を受けたこともないし、また会ってもおりません。このように憶測で記事を書かれて大

変迷惑をしているところでございます。見出しが市民の目に、読者の目につきやすく、その読者

の第一印象を引きつける大きな要素でございますが、このような書き方をされて非常に迷惑をい

たしております。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議員（６番 町田 正一君）  それでは、自称発行部数３,３００部を誇る島内にとっては大新

聞社であります。ただ単なる憶測だけで私は記事を書いたとは思っていないんです。もし憶測、

例えば業者からのそういった風評とか、市民の単なるそういった推測みたいなものをもとにして

記事を書いたとすれば、この中身から考えたら重要なことだと私は考えておりますけども、具体
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的に同紙に書いてある中身について質問させていただきます。 

 同紙の中身は非常に、この工期入札のおくれについて、市の職員との会話がかなり具体的に書

いてあるわけですが、まず一番最初に、この疑惑のもとになっているこの工期のおくれの点です。

１番が、それについてはちょっと質問させていただきます。 

 市は、同紙の中では、県にもう既に申請をしておると。それで今許可待ちの状況であると。財

政課長ほか１名が同紙に対して回答をしておりますが、この新聞によると、そうじゃなくて、県

に問い合わせたら、市の方から書類が上がっていないためとありますけども、これはまず財政課

長ですか、答弁されたのは、同紙に対して。これがまず事実であるかどうか、まずその点をお聞

きしたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  内容につきましては、担当部長より答弁をさせますのでよろしくお願い

します。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

〔建設部長（中原 康壽君） 登壇〕 

○建設部長（中原 康壽君）  ただいまの件についてお答えをいたします。 

 県は、市から最終指摘事項の返信をもって申請許可を出すというのは事実でございまして、

６回ほどの県とのやりとりのうち、６回目が届いていないというようなことで、県は最終的には

質問を出して、市側から回答がないので申請書が出ていない状態であるということは、県が言っ

たことは事実だと思います。ですから、財政課は建設部の方から起工伺を回さないかぎり、なか

なか出てこないなという感じで、そのような答弁になったと思っております。 

 以上でございます。 

〔建設部長（中原 康壽君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  建設部長、要するに、今まで過去５回ずっと県との申請書類のや

りとりとか打ち合わせ等で、ずっと県の方との書類を出していると。それでたまたま６回目が県

の方に届いてなかったと、同紙が取材したときに、ということですか。もう少し、じゃあ過去は

いつごろから、入札確かに同紙が指摘しているように、４月にこれは予算を可決してあるわけで

す。ここまで入札がおくれたということは、それなりの理由があるはずなんですが、その過去の

経過について、もう少し具体的にちょっと説明してもらえませんか。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  それではお答えをいたします。 

 寺頭団地と白水団地の建設の交付申請を７月１９日の日付で提出をいたしております。まずや
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りとりが始まったのが１９年７月２４日、２５日、２６日でございます。さらにこれをまた回答

いたしまして、また同年８月２日に４回目のやりとりの送信をいたしております。５回目が８月

３０日でございます。その回答に不備があったということで、８月３０日に県から送信があって

いるわけですが、この回答をうちの担当部署の方が送っていなかったということでございます。 

 そういうことで、６回のやりとりがあるわけですが、県の住宅課の担当の方もたまたま時期悪

くして異動がありまして、最初Ａさんという人が担当であったわけですが、Ｂさんになって、Ｂ

さんがまた事情がありまして、またＡさんに返ったということがありまして、Ｂさんに報告した

のが何もうまく説明が、ＢさんからＡさんになかなかその申請の手続の連絡が行ってなかったと

いう点もあろうかと思っております。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  過去の例えば予算が決定してから入札が実行されるまでに、そこ

まで普通時間がかからないはずなんですよ。同紙によると、こういうふうにここまでおくれると

は今宮団地のときだけだと。今宮団地の場合は土地の問題があって、どうしても前に進まなかっ

たという状況がありますけども、ちょっともう一点確認したいんですが、この５回過去にやって

おって、書類の不備で通らなかったというのは、どういう理由があったんですか。どういう書類

の不備があったとですか。もともと市に責任があるわけですか。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  ５回のうち２回は事務の方の手続の不備があったそうであります。

３回につきましては技術的なものがございまして、住宅というのは丸々全部補助事業ではござい

ません。ですから、面積の制限がありまして、何平米までは補助対象といったようなやつもあり

ますし、中身で単独で見なければならないというようなことで、設計書の分別に時間を要したと

いうふうに担当から聞いております。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  ５回過去に県と交渉しておいて、そのうちの２回は事務の不備、

３回は技術的な面の不備。これは書類の不備とかいうのは一体何のことやと。これ技術的な面の

不備とかいうのも、これもさっぱり私わかりませんけれども、そんなのがおくれた理由には僕は

ならんと思うんですよ。ちょっと時間がまだいっぱい私、聞いとかないかんことがいっぱいある

んで、後でまたちょっと時間があれば、これまた聞きますけど。 

 次、同紙によると、２番目、建設課の担当係長の話として、「本来８月の頭に入札したかった

のだが、その後８月中にと変更になって、さらに９月を予定している。今となっては９月中の入

札も困難との立場を見せた」とありますが、担当の係長が同紙の取材に対してそういうふうに答

えているわけです。そしたら、これはまずこういった発言が事実なのかどうか。 
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 それから、もともと８月の頭に入札したかった、８月中に９月を予定、また９月の入札も困難。

こういうふうなこの時系列の流れが現にあるのかどうか。部長、ちょっと明確に、まずこれが話

が事実かどうかということと、こういうこの同紙の記事の時系列の話が事実なのかどうかという

こともちょっとあわせてお答えください。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  担当係長から聞き取りをいたしました結果、担当係長がこのような

ことを言ったということは事実でございます。 

 で、内容といたしましては、担当は８月中に交付申請が完了する予定として９月入札と考えて

おったと。しかし、交付申請書類で県担当者の異動もあり、何点かの指摘事項がありまして、そ

の修正作業に不測の日数を要し、現在に至ったということで、これは担当係長が悪く言うことは

ないと思いますが、私が担当部のトップでございますので、私の指導不足だとは思っております

が、何分にも事務手続きのおくれが申請許可のおくれとなったというのが事実でございます。 

 結果的には９月１０日月曜日付で申請の許可が来るというように県から連絡があっております。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  建設課の担当係長ですから、この間のそういった事務手続のいろ

いろ書類の不備とか技術的な問題の解決に時間がかかったということは当然御存じのはずですよ

ね。御存じじゃなかったら担当係長にならんからですね。それは同紙に対して説明はちゃんとさ

れたわけですか、その担当係長というのは。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  ただいまの件についてお答えをいたしますが、報道者からの聞き取

りの調査があったのは事実でございます。ですから、担当係長とうちの建築班の担当が対応をし

たというふうに聞いております。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  いや、私が聞いているとは、同紙に対して、日々新聞社の取材の

電話か個別に会われたのか知りませんけれども、要するに工期が、入札の発注がおくれていると

いう理由が、きちんと同紙が納得していれば別にこういう記事にはならんかったはずなんですよ。

私はその工期のおくれが何でその、「なかはら」の癒着になるのかどうか、そこのところもよく

わかりませんけれども、その担当係長はきちんとそれで説明されたのかと私は聞いているんです

よ。これ、この記事を読むと、最初８月の頭、８月中、９月を予定、９月の入札も困難と書いて

あるんですから、どんどん新聞社が取材をするたびに答弁が変わっていっているわけです、時期

がずっとずれていると。だからそのときにきちんと対応というか、それをちゃんと同紙に対して、
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新聞社に対してきちんと説明したのかと私は尋ねているわけです。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  こういった事務の流れを正式に報道の事情聴取に答えてなかったと

いうのが事実でございます。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  さらに市建設担当の担当職員は、資料集めに時間がかかって遅延

したというふうに、これ新聞に載っているわけです。そして、市が新聞社の取材に対して今まで

そうやって説明したことは、要するにすべて県の方に問い合わせたら、市の方から書類が上がっ

てきてないから、すべてそれはうそだ、うそと判明したわけだが、その後の取材に新たな弁解も

ない。それで県が待ち続けた、そういった書類が、市の担当者は本紙の取材を受けて４日後のう

ちに県に対してメールで送付していたことが判明したと。要するに、新聞社が取材したその翌日

か何かに、すぐ県の方にその書類の申請をしたというふうに書いているんですが、これは事実で

すか。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  先ほど答弁をいたしましたが、６回目の回答をしてないというのが

事実です。ですから、報道の日とちょうど重なったというようなことで、６回目の回答ができて

なかったということが判明をいたしております。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  タイミングよく、たまたま６回目の書類が日々新聞社の取材の翌

日に県の方に送ったということですか。もう一度答弁お願いします。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  そのとおりでございます。ですから、その日に、９月４日にメール

で送ったというふうに聞いております。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  今部長の答弁は、それが事実関係でもしあるとしたら、さらにお

かしな、この同紙の下の「風のつぶやき」というコラムがあるんですが、このコラムの中に、建

設部長は担当課長と一緒に同紙を訪問されています。そして最初に持ち出された弁明は、という

のは多分今話されたことを日々新聞社に対して話されたはずなんですよ。ところが、それが反論

するうちに撤回となった。細かいことは失礼に当たるので省きますが、最後にもうこれ以上は言

えませんとおっしゃって、にこやかに帰ったというふうにありますが、部長、まずこれは事実で

すか。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 
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○建設部長（中原 康壽君）  事実でございます。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  じゃあ、その新聞社へ課長と部長が行かれて、一体何を弁明され

て、何を反論されて、そして何で撤回されたんですか。それが、なぜこの記事になるか私はさっ

ぱりわからないんですよ、今の部長の答弁を聞いておって。なぜこういう記事になるとですか。

この記事は前もって部長のところに送られているはずですよね。日々新聞社としてもここまで書

く以上、相当な確証を持って書いているはずなんですよ。それは内部からの情報かもしれんし、

議員からの情報かもしれんし、あるいは業者からの情報かもしれませんが、何にもそういった確

証がないのに、一面トップで市と大手建設業者との癒着、「なかはら」との癒着、指名停止明け

をもって──今「なかはら」は今月末まで指名停止になっています。指名停止明けに入札延期疑

惑、なぜこういう記事になるとですか。それで何を弁明されて何を撤回されたとですか。それを

ちょっと詳しく。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  ただいまの件についてお答えをいたします。 

 新聞のゲラ刷りが課長から参りまして、内容を見まして、市長のことも書かれておりましたの

で、一応市長にまずは報告をしないといけないということで行って、帰りに寄った次第でござい

ます。故意に事務をおくらせたことじゃないということを反論に参りました。 

 で、私は、先ほど６回と申し上げましたが、私は書類はもう既に提出済みということで、従前

から早く発注するようにということで、担当からは県の許可待ちというような事でしたので、そ

れからこの９月になってからは、なかなか来んというようなことは担当にも聞いておりませんが、

５回の指摘事項は、最終的に帰って担当と話しましたところ、５回はもう修正をして提出をいた

しましたと。６回目があいにく遅くなりましたということで、そのようなことを新聞社にも言い

ましたところ、それは部長おかしいんじゃないかと。書類が上がってないから申請が出ないとい

うふうに県も言ってありますということでしたので、この担当が報道者の取材に対しまして、今

まで５回はやりとりをして６回目が遅かったということをはっきり言ってなかったものですから、

県としても先ほど申し上げましたように、最終的な回答が来ないのに申請許可が出ないというの

は、もう県もそのように言うであろうと思っております。ですから、私は申請の修正は出したも

のだと思って反論をいたしましたが、逆に新聞社から、いや出てないとですよというふうに言わ

れましたので、見解の相違があって、私が言っていることが、今までうちの担当が報道者に説明

がなかったものですから、その相違があったので、じゃあそれはもう撤回をいたしますというふ

うに帰った次第でございます。 

 それと、うちの課長は、現在住宅を建設する場合に、性能評価審査というのがありまして、長
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崎県住宅建築総合センターと県住宅課と同時に申請を提出をしなければならないというふうに申

し上げましたが、担当にその場で電話連絡でいたしましたところ、総合センターには早く書類は

出すのだということで、うちの課長は同時に出したので、その審査に日数を要したのでおくれた

ということを最初申し上げましたが、真実は総合センターには先に出ておったので、もう何分に

も事務手続のおくれだということで課長は撤回をしたということが事実でございます。 

 以上が内容でございます。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  さっき市長にも聞きましたんで、部長にも改めて尋ねますけども、

部長の方とか、あるいは課長の方に、「なかはら」の方から口頭にしろ何にしろ、おれんとこの

入札の指名停止期間が終わるまで発注は待ってくれというような依頼がなかったんですか。まず

その点ちょっと。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  そういったことは全くありません。またそういった話を聞く必要も

ございませんので、そういったことはありません。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  そのさっきから撤回と言われておるんですけども、同紙にも書い

てあります、この新聞にも。反論をしたと。反論をしたというのは、時系列的に過去５回ずっと

こうやって県とは交渉しているんだと。そのうちの２回は事務手続のミスだと。その中身につい

ても、僕はちょっと本当はもうこれきちんとせないかんと思っていますが、あとの３回は技術的

なミスだと。それで、それを多分話されたと思うんです、日々新聞社に対して。それを話された

わけでしょ。反論というのはそういうことじゃないんですか。（発言する者あり）いやいや、お

かしいでしょうが。癒着しとると新聞社書いているとやから、それに対して反論でしょ。で、癒

着の根拠は何かといったら、ただ単に入札がおくれているというだけだったら別に癒着じゃない

ですよ、そんなもん。事務手続のミスでしょうが。癒着と書く以上は、例えば「なかはら」から

行政当局に対して何らかの形で、口頭なり何なりして、何かの圧力があったとか、口頭で依頼さ

れたとか、そういう事実がきちんとあるはずですよ。新聞社は持っておるはずですよ、それを。

そうじゃなかったら、こんな記事書けませんよ、これは。 

 先ほど市長が、こういう形で同紙の報道に対しては非常に遺憾であるというふうに言われまし

たけども、もしこれが事実でも、そういった確証もないとに、ただ単なる風聞だけでこの記事が

書かれたと私はちょっと思えないんですよ。同紙は島内で３,３００部発行されて、市民の半分

以上の人間が読んでいるとです。これ、この表題でこの中身を見たら、何らかの確証をつかんど

ってから、これは書いているはずだと、私は正直言って思っております。今の部長の説明だった
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ら、いや５回過去に県とずっと交渉していると。そして２回は事務手続のミスで３回技術的な問

題があって、たまたま６回目の書類の申請のときが、たまたま日々新聞社の取材の翌日にたまた

まそうなったんだという説明なんですが、それを説明されたわけですよね、日々新聞社に対して。

私はその説明されて、さらになぜこの表題がつくのかがさっぱりわからないんですよ。だから何

をここで、何を弁明、最初に持ち出された弁明は反論するうちに撤回となりましたとありますが、

弁明というのは今言われたことでしょう。今５回こうやってずっと今まで過去そうじゃなくて、

７月１９日からずっと書類の申請をしているんだと。「なかはら」の指名停止は８月、９月です

から、正直言ってその時点で書類が上がっていたら、事実関係とは全然違うわけなんですが、そ

れを言われたわけでしょう、新聞社に対して。そうじゃなかったら、何を反論されて何を撤回さ

れたとですか。もう一回ちょっと明確に言ってください。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  入札の執行が遅くて、だから事務の手続をおくらせていると。おく

らせているという報道でありましたので、故意に事務の手続をおくらせたのではないですよとい

うことで反論に行きました。ですから、我々は故意に事務手続を遅くしたということがないから

反論に行きましたが、うちの担当の説明不足もあったと思いますが、普通の人が聞きますと、一

番最後の書類を出してなかっても、出してなかったら書類は届かないというふうに県も言います

し、だれも今まで出していないというふうに理解があると思います。ですから、５回は修正をや

りとりしたんですよと。しかし最後の６回目が遅かったんですというふうに言えば、事務の手続

が遅くなったということは理解ができると思いますが、報道の記事では申請を遅くしているのは、

要するに入札を遅めるための目的であるというような書き方になっておりましたので、先ほども

言いましたように、故意に事務手続をおくらせたんではないですよということで反論に参ったと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  じゃあ撤回したというのは何を撤回されたとですか、この新聞に

載っている。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  私の弁明とうちの担当の事情聴取の内容が日にちがずれていったの

で、私が言っても、それはもう担当が言っているんですから部長が言うのはおかしいですよとい

うことでしたから、もうそこでは撤回をして帰ったということでございます。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  担当課長と担当部長の日にちの問題を撤回されたわけですか。
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（発言する者あり）担当課長の話の日にちの違いと部長として把握している日にちの違いがあっ

たから、その面について撤回したと今答弁されましたけれども。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  課長との日付ではございません。取材に対しての、うちの担当の答

弁と私たちが事務手続のおくれを説明に行ったのが食い違っていたから、もう撤回をして帰った

ということでございます。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  僕も正直言ってよくわからないんですよ。なぜよくわからないか

というと、私は瀬戸におるから、「なかはら」の会長とも「なかはら」の社長ともつき合いもあ

りますし、話もよくします。別に私は「なかはら」が本当にこんなことをしておったら、こんな

ことを市長とか担当の市の当局に対して依頼しておったら、それは私の方が反対に回ります。私

もそれはここまで言う以上、「なかはら」の名前を出して言う以上、部長にも市長にも私は明確

に答弁してもらいたいとですよ。工期のおくれは７月からずっと県に対して申請書類出している

と。しかしたまたま最後の６回目の最終的な書類が、たまたま日々新聞社の取材の翌日になった

だけだという答弁なんです。それで部長も市長も「なかはら」から、おれんとこの指名停止の明

け方まで待っててくれとかいう依頼は、一切明確に今否定されました。そうであるならば、なぜ

こういう記事になるんですか。 

 もう一回言いますよ。市と大手建設業者──これ「なかはら」のことです。──の癒着、指名

停止明けに入札延期疑惑、市の県待ちというのはうそであったと。取材の日に慌てて書類提出。

市長、技術的な問題はちょっと別にして、これで報道されている中身で再度もう一回確認します

けども、本当に「なかはら」からこんな依頼がなかったのかどうか、もう一回明確に答弁しても

らえませんか。これ読んでいる市民は、当然そういうこともあるんじゃないかと、当然ほとんど

の人間はそう思っていますよ。当然そう思っています、これ読んだ人は。恐らく３,０００部以

上の発行部数があれば、島内の市民の１万人以上の、少なくとも１万人以上の人はこれを読んで

いるわけです。そしたら、ただ単なる一新聞社の報道では済まないんです。もう一回最後に市長、

明確にこの記事の中身について答弁してもらえませんか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  先ほども申し上げましたように、私は一切そういう依頼を受けたことも

ありませんし、話したこともありません、会ってもおりません。 

 先ほども申し上げますように、この記事は癒着かという、今議員が言われたように、市民が読

んだら、本当にそのようにとられるということで、私は非常に不満を持っております。これやは

り新聞社の記事というものは真実性があるということで読みますし、憶測、これは僕は多分「癒
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着か？」という、新聞の中にクエスチョンマークまでついている新聞、ちょっとよそのでは見た

ことないんですけど、こういうのは憶測だと。この憶測で市民が誤った方向にとるのではなかろ

うかと、非常に僕としては心外をいたしております。 

 以上です。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  これも私はわからないんですよ。なぜ工事のおくれが市と大手建

設業者の癒着になるのか。この間の論理の飛躍が、何かのつながりがある部分を新聞社としては

何か確証を持っているはず、確証を持っていなかったらこんな記事書けんから、クエスチョン

マークがあろうがなかろうが読んどる人は関係ないんですよ。 

 部長、もう一回同じ質問します、市長に対してと同じ質問ですね。「なかはら」から──部下

も含めてです、課長、係長も含めて、「なかはら」からこういった依頼があったり、そういった

ことがなかったのかどうか、もう一度明確にちょっと答弁してください。 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

○建設部長（中原 康壽君）  ただいまの件についてお答えをいたしますが、先ほども申し上げま

したように、私はこういった依頼も何も受けたことはございません。多分課長、担当もそういっ

たことがあれば私に報告があろうかと思っておりますので、こういったことは絶対にないと確信

をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  議長も承知してもらいたいんですが、実は私はこの報道の中身に

ついて、癒着があったら大変です。僕は別に地元だから、「なかはら」の見方をするわけでもな

いとです。本当にこれが事実であったら大変なことです。議会として、それはチェック機関がど

うのこうのって、もしこれが事実だとしたら、３,０００部以上発行している新聞が癒着と報道

している以上、きちんと事実関係はきちんと精査せないかんと思います。だから私、議会最終日

に地方自治法の第１００条に基づく特別調査委員会の設置を議会に対して提出いたしますので、

お取り計らいの方、よろしくお願いします。 

 もう一点、同紙の上の方に「市民病院は苦情の渦」という形で、市民病院の医師の患者に対す

る対応について批判が載っております。 

 僕は、経営アドバイザーなんかがことしやっと就任して、もちろんまだ多額の赤字なんで、自

治体病院の経営の苦しさもわかりますし、ことしぱっと改革したから来年から黒字になるとか、

そんなことはあるわけないんです。ただ努力の目標として日々改善していくという方向が、こと

しやっと赤字も少し減って、市山アドバイザーは３カ年計画で、過去の赤字は別にして、とりあ
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えず収支バランスがとれるような目標でことしは１年目だということで議会でも説明されました

し、議会も納得しました。 

 それで、病院管理部に聞くと、これ山内部長ですね、答弁されているのは。同じ科でこの１週

間御指摘のほかに３件のトラブルがあった。きのうの医局会議でもそれが議論に出た。対応に苦

慮しているというふうに日々新聞の取材に対して答えられていますが、これは事実ですか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  町田議員の今の質問につきましても、担当部長に、現場の方でございま

すので、答弁をさせますのでよろしくお願いいたします。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  山内病院管理部長。 

〔病院管理部長（山内 義夫君） 登壇〕 

○病院管理部長（山内 義夫君）  ６番、町田議員の御質問についてお答えいたします。 

 病院関係の問い合わせとか取材に対しましては、病院のお医者さんの問題、または患者さんの

プライバシーの問題等もありまして、私も慎重に対応してきたところでございます。また、今回

特に問題になっている医師、苦慮しているということにつきましては、私の真意につきましては、

医師確保等で、特にお医者さんの方が前回説明をいたしましたように、１５名が１３名でござい

ますか、そのあたりで大変医局のところでも苦慮をいたしておりますよというようなことを申し

ております。 

 また、３件の問い合わせは病院全体として３件の問い合わせが近頃あっていますよということ

で電話の話の中でそういう内容の会話の中で申しているところでございます。 

 また、私の対応に対しまして、医局を初め、病院の先生方に対しまして大変御迷惑をおかけい

たしましたことは、この場をかりて、せっかく今病院が改革になろうかというようなの矢先で大

変私の慎重さがちょっと足らなかったんじゃないかなと思って反省をいたしているところで、大

変御迷惑をかけたところがあったということでございます。 

 以上でございます。（発言する者あり）内容の話が例えばどのくらいですか、５分あたり話す

ものですから、そのあたりは事実というところもあります。 

〔病院管理部長（山内 義夫君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  時間が実は５０分あればゆっくりやり切るかなと思ったら、あっ

という間に終わりまして、あと２つ聞かないかんので、この病院の管理部長の発言については、

厚生委員会で、所管の委員会なんで、そこでたっぷり時間をとってやりたいと思いますから。 
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 ２番目、質問通告にありますが、今市営住宅の入居の実態調査を求めるというふうに書いてい

ます。実はこれ私の公民館の方は少弍住宅、瀬戸の公営住宅を全部公民館の方に抱えているもの

ですから、一応荷物だけはあるけれども、いないんだと。現実に居住してないんだと、日常的に。

で、公民館費も本人と当然会えないわけですから、徴収もできないんで非常に苦慮していると、

この前公民館長と話したときにそういうふうなことを言われたんですが、一方では、若い漁協の

職員から、何とか市営住宅にと頼まれたことあるんですが、いっぱいで、今のところ入れません

ということだったんですけれども、瀬戸の方でもそういった形で３件ぐらいあるんですけれども、

これ現実に市営住宅も島内全部入居の実態調査が必要じゃないかと。もちろん例えば入院してお

ったとか、あるいは１年のうちに何カ月間か出稼ぎに行っておって、そのときに住宅をあけると

か、そういう事情はもちろん当然考慮せないかんし、そういう人たちに対しては別にどうこう言

うことではないんですが、単なる荷物置き場みたいにしている公営住宅がもしあるんであれば、

これ早急に実態調査をすべきだと私は思いますが、市長どうでしょうか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  町田議員の今市営住宅の入居実態調査をしなければならないのではなか

ろうかという御質問でございます。 

 この市営住宅の入居者の実態につきましては、異動届や本人の申告及び住宅管理人からの報告

や、またその管理人の訪問などを主にして今現在は把握をしているところでございます。その中

には長期不在の対象者もおられますが、住宅全般についての把握は今議員が言われるように完全

ではないところがあるようでございます。今後議員の御指摘の実態調査を早急に行い、長期不在

者の把握に努め、長期不在者につきましては、壱岐市営住宅条例及び壱岐市営住宅条例施行に基

づき、正当な事由によらないで１５日以上市営住宅を使用しないときは、届けを出さないとなら

ないようになっておりますが、そこあたりにつきましては、届出がないものは住宅の明け渡し請

求も検討していくようにいたしたいと思っております。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（６番 町田 正一君）  １５日はちょっと短いような気がするんですけども。私の母親も

病院に入院で、もう出たり入ったりしてますので、１５日ぐらいやったら、それこそその都度申

請書類出せと言われてもそれはちょっと困りますから、それは──まあいいです。各戸に実態調

査してもらって調査をするということなんで、それは了解しました。 

 ３番目に、市長もいつもこれ議会で言われることなんで、漁業者の今もう燃料費が非常に高騰
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して、もう高どまりの状態なんです。これは燃料費の補助と言いますけども、これ実はリッター

当たりすると５円とか１０円とかの補助でも全部集まれば、もうそれこそ壱岐市の財政パンクす

るような金額になるんで、これはもう市単独とか、そういう話には基本的にならないんですよ。

当然、もう国とか県とか──長崎県ももうすぐ財政破綻寸前だというふうな新聞の報道あります

から、県も頼りにはならんかもしれませんが、ぜひ市長、国の方にこの件については、もう漁師

は燃料費が高いために、もう今出漁を見合わせているんですよ、ほとんど。もう行ってもとれん、

とったところで魚価は安い、燃料費がかかってどうしようもない、このままやったら出らん方が

よかといって、僕の同級生もいっぱい、もう家の中におってぶらぶらしております。もうこのま

まやったら、もう離島の漁業は本当に壊滅状態になると。国はその深刻さをわかっていないんじ

ゃないかと思います。 

 市長もぜひ県の会合とか、あるいは国会議員とかに陳情に行かれるときは、この漁業者の今の

本当の姿というか、それを漁協と、あるいはタイアップしてもいいから、別に壱岐だけの問題じ

ゃないとです。これはもう長崎県みたいに離島を抱えておって、離島の漁業は、もうこの燃費の

高騰で、このままやったら全部つぶれてしまいます。そこまで深刻になっているんだということ

をぜひ国会議員なり県の方にも、ぜひ陳情してというか、きつく要望してもらいたいと、強くそ

れを推してもらいたいと思っていますが、市長それについて一言。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  町田議員の燃油の件で回答いたしますが、燃油の高騰ということで、離

島の場合は航路もございますし、生活面でも、また先ほど言われるように漁業、農業もしかりで

ございます。非常にこの燃油高騰によりまして打撃を受けているところでございます。 

 議員が指摘のように、国への要望、これ長崎県の市長会でも行っております。これは農業水産

業における燃料油急騰対策についてということで、具体的な財政支援策を実現するように要望す

るとか、そしてまた離島振興協議会の方でも要望を、これは本土並みに引き下げる対策を講じて

いきますようにということで、それともう一つ、過疎自立支援協議会──これ私が長崎県の会長

でございますが、その方でも国及び国の方に上京をいたしまして陳情をしている状況でございま

す。もちろん地元国会議員にも陳情をしているところでございます。 

○議長（深見 忠生君）  市長手短にお願いします。 

○市長（長田  徹君）  長期になっておりますので、もう粘り強く今後もやっていきたいと思い

ます。 

 以上でございます。（「終わります。」と呼ぶ者あり） 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 
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〔町田 正一議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  以上をもちまして町田議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（深見 忠生君）  ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時といたします。 

午前10時51分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時00分再開 

○議長（深見 忠生君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に、７番、今西菊乃議員の登壇をお願いします。 

〔今西 菊乃議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（７番 今西 菊乃君）  それでは通告に従いまして、大きくは３件の質問をさせていただ

きます。 

 まず最初に、高齢者に優しいまちづくりということで２点ほど質問させていただきます。 

 最初、公共施設のトイレの件でございます。よく高齢者の集会に招かれて行くのですが、その

中で皆様方のお話の中でよく耳にするのが休憩中のトイレの件でございます。早く行かないと、

大勢だから休憩中に用が足せなくなると慌てて行かれている高齢者をよく見受けます。集会ので

きる会場ですからトイレの数が少ないわけじゃないんですね。それなりにトイレの数はあるんで

すが、高齢者が利用になる洋式トイレの数が少ないのが理由ではないかと思います。和式トイレ

の方はあいていても、なかなか高齢になりますと、足や腰やひざが痛くて使えない。立ったり座

ったりするのが一番難儀なんですよとおっしゃいます。そしてまた、集会所の施設だけじゃなく

て、高齢者はよく勉強会だといって壱岐めぐりと観光地を視察されております。そういう場所で

でも、トイレに関しては非常に苦慮をされております。バスの発車時刻があるから、気になるけ

どと慌てられてもおりますし、この観光地に関しては島外から見える高齢者の観光者にも言える

ことではないかと思います。 

 最近できた新しい施設は、それなりに洋式トイレとか障害者用がつくってあるんですが、前か

らある施設は、なかなか設備が整ってはおりません。そしてまた、そういう洋式トイレがあって

も、その割合が非常に少ないように思います。せめて和洋５０％ぐらいずつあれば、それほどの

問題は起きないのではないかと思います。 

 そしてまた、手すりがあれば対応できる方もかなりいらっしゃるんです。その手すりさえつい

ていない施設がかなりあります。そういうふうな高齢者への対応の仕方を市はどのように考えて

あるのでしょうか。 
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 それと、もう一つは、災害時の高齢者の避難誘導をどのように考えてあるかということでござ

います。 

 行政報告の中にでもあっておりましたが、「わが家の防災マニュアル」が配付されました。防

災に関しては、常備品とか防災の仕方、避難の仕方というのは、公民館や老人クラブの学習の中

で勉強をなさると思うんですが、実際に災害が発した場合、高齢者のみの家庭はパニックに陥る

可能性があるのではないかと思います。どうして、どこにどう避難しようかとスムーズに移動が

できなくなる人が出てくるのではないかと思われます。最近は台風も大型になっておりますが、

大雨や台風による危険区域内での高齢者による対応は、もう既になされていると思いますが、高

潮とか津波とか地震とか、今までにはなかったような災害がないとも限りません。今はどこでど

んな災害が起きてもおかしくない地球環境になっております。そのようなときの避難というのは、

どうしても遠くの親戚よりも近くの他人ということになるわけです。 

 で、地元には消防団という方がいらっしゃいます。その方たちが一番の避難も助けてくれる役

割をするのではないかと思うわけですが、今個人情報保護法が制定されております。以前は、消

防団の方に聞きますと、そういうマニュアルですか、そういう対応がなされておりましたが、個

人情報保護法が制定されてから、なかなかそういう状況というのが把握できなくなったというよ

うにお話を聞いております。 

 また、市で定められている指定避難施設でさえ、本当に大雨のときには対応できない──離島

センターあたりはそうですよね。──避難施設が標高５メートル以下の施設というのが防災マッ

プの中にはかなりあると思います。高潮や津波のときの対応はそこではできないわけですね。ま

た地震に対しても耐震強度に問題がある施設もあるのではないかと。そういうところの情報とい

うのが、高齢者のみの家庭ではなかなか入りにくくなってくるのではないかと思います。どこに

どう避難したらいいのか、とっさの判断がつきにくくなるように慌てられてけがをなさるような

方も出てくるんではないかと思いますが、市ではどのような避難誘導法を考えていらっしゃるの

でしょうか。 

 以上、２点お伺いをいたします。 

○議長（深見 忠生君）  今西議員に対する理事者の答弁を求めます。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  今西議員の質問にお答えいたします。 

 高齢者に優しいまちづくりということで、公共施設のトイレに洋式トイレの増設または手すり

の設置をという御質問、まず１点がそれでございますが、その件につきまして、今島内の公衆用

トイレの状況を本日まで調査をした結果、９５件あるわけでございますが、洋式トイレの設置済

みがその中で５４件、手すりまで設置されているトイレが５０件、身障者用トイレの設置が
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４０カ所という状況でございます。今の現状では、すべてのトイレが高齢者対応ということでは

ございませんが、先ほど議員が言われますように、その高齢者の利用頻度の高いところは、限ら

れた予算を最大限に生かして順次整備を行ってまいりたいと、このように思っております。 

 ２点目に、災害時の避難誘導体制の確立をという御質問でございます。高齢者の方や障害者の

方を初め、乳幼児や妊婦の方などは、災害時の避難などの行動について支障を来す場合が考えら

れます。 

 さきの東日本、東京からずっと北の方に台風が北上したわけでございますが、上陸をして大き

な被害をもたらしました、あの台風９号による災害におきましても、高齢者の方への対応が問題

と、このようになっておりました。災害が発生した際、こうした高齢者、障害者の方など、自力

で避難が困難な方、いわゆる災害時要援護者の方の把握、または避難誘導の方法などについての

マニュアル化を図る必要があるということから、現在、災害時要援護者避難マニュアルの素案を

作成いたしておりまして、関係部署において現在協議を行っているところでございます。この素

案をもとに先ほど議員言われますように消防団、また民生・児童委員、自治会長など、関係機関、

団体等の皆様と十分に協議を行いまして作成することといたしております。 

 マニュアルでは、まず要援護者の皆様の把握が必要でございまして、まず登録の手続を行い、

台帳を作成をすることになります。この情報をもとに各地域において避難所への誘導など、関係

機関、団体における対応を図ることになるわけでございますが、ここでは先ほど議員も言ってお

られましたが、個人情報の問題等がございまして、その情報の各関係機関への開示につきまして

は同意を得ることが必要でございます。こうした課題もございますが、各関係機関の御意見をい

ただきながら、このマニュアルを作成してまいりたいと考えております。 

 また、この災害時要援護者の避難などにつきましては、壱岐消防署におきまして台帳のリスト

に基づき現地確認を行い、万全の体制をとることといたしますが、ただいま申し上げました消防

団を初め、各関係機関の協力が必要なことはもちろんでございます。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  今西議員。 

○議員（７番 今西 菊乃君）  明確な答弁をいただきました。 

 トイレの件に関しては、９５件で洋式が５４件、手すりが５０件という回答をいただいており

ますが、これを個数にすると、便器を数える１基、２基、それで数えていくと割合が低いんです

よね。だからせめて私が申し上げているのは、高齢者が集まられる施設の５０％ぐらいを目安に

洋式にしていただきたいということです。そして、これはやっぱり費用がかかります。だから今

市の財政を考えると大変かとも思いますが、それならせめて手すりでもつけてもらえないですか。
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手すり対応半分でもあれば、もう少し今の状況よりもスムーズにいくんじゃないかと思います。

できれば基数の半分を洋式トイレ、将来的にはそういう構想で進んでいただきたいと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  先ほどは箇所のことで説明、調査結果をしたわけでございますが、議員

のは基数で、トイレの基数で５０％ぐらい必要ではなかろうかということでございます。トイレ

も御老人に対するトイレも本当に必要でございますし、また洋式トイレが嫌だという方もおられ

るというようなことでございます。５０個、基数で５０個が適当なのか……（「いやいや、和式

トイレの５０％ぐらいを。５０基じゃないですよ、半分です。」と呼ぶ者あり）はい。そこらを

精査する必要もございますので、それを含めまして、先ほども申し上げますように、利用頻度の

高いものから順次整備をしてまいりたいと思っております。 

 先ほど、トイレも体育施設、いろんな施設がございまして、その数が５０％というのが的確か

どうかも、私もちょっとそれも精査させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  今西議員。 

○議員（７番 今西 菊乃君）  その施設にあるトイレの基数の半分でいいんです。全体基数の半

分じゃなくて、施設にある基数の５０％と申し上げております。そこのところは誤解をなさらな

いでいただきたいと思います。 

 基数にするとかなりあります。観光商工課で調べていただいただけで３３１基、生涯学習課の

管理するところでもやっぱりかなり２００基ぐらいあるんじゃないかと思うんですね。基数にす

ると、この公衆トイレというのはすごい基数があると思います。 

 そして、災害時の避難誘導ですね、災害時要支援者の避難、これはマニュアル化をしてそうい

う方向に進んでいるということでございますので、ぜひ早急にそれはしていただきたいと思いま

す。地元もやっぱり公民館とか婦人会とか、いろんな役職の人もいらっしゃいますが、それは

年々かわられますし、また本当に地元になじんでられる方ばかりとも限りませんが、消防団員は

長年消防団をやっておりますので、地域のことも重々承知をしていると思いますので、ぜひ消防

団の力を借りるような、そういうマニュアルをつくっていただきたいと思います。 

 市も高齢者に対しては、いろいろ高齢者のために取り組みをなされていることもわかります。

健康づくりのためのスポーツの振興や文化活動の支援や外出支援、はり、きゅう、あんま、入湯

助成金、いろいろ本当に至れり尽くせりなさっていることは重々承知をいたしております。私た

ちの婦人会、ＰＴＡから見てもうらやましい限りでございますが、しかし本当に高齢者に優しい

ということがどういうことなのかということをやっぱり考えていただきたいと思うんです。それ
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はそういうことをすれば喜ばれるかとは思いますが、それは個人でも、また仲間うちでもできる

ことなんですが、そういう方々が使われる施設をより美しく、より使いやすく提供するというの

は行政の責務ではないかと思っておりますので、そのところをよくお考えをいただいて対処をし

ていただきたいと思います。 

 これはちょっと高齢者には関係ないんですが、実はこれでちょっと調べてみたんです、公衆ト

イレというものを。そうすると、今観光商工課と生涯学習課だけのを調べていただいたんですが、

照らし合わせてみると近隣に数多くの公衆トイレがあるところがあるんです。ここに何でこんな

に多くの公衆トイレが必要なんだというところがあります。これ今管理を別々になされているか

らわからない、見えにくいところもあるんじゃないかと思うんです。だからこういう管理をどこ

か一つの部署にして、本当に近隣にあるトイレは早くなくすことが肝要ではないかと思われます。

管理委託費、清掃委託費というのもかなりばかにならない金額になっていると思います。観光商

工課あたりだけでも全部管理費とか清掃費の委託料を入れると２,０００万円ぐらいになるんじ

ゃないですか。生涯学習課のもほぼ変わらないぐらいにかかっていると思うんです。だからこれ

は精査をされて、必要でないところのは、前回の同僚議員の質問で老朽化をして耐用年数が来た

ものから壊していくというふうにおっしゃいましたが、もうそれまで待つ必要もないんじゃない

かと思いますが、いかがでございましょうか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  今トイレの要らないものは、近隣、当然そのように思っております。こ

れも年次的と申しますか、早急にという御質問であるとは思いますが、議員も御承知かと思いま

すけど、本年度は老朽化や、また旧式トイレの筒城浜の体育館、駐車場と、それから民宿千賀荘

さんの進入路のトイレについて本年度で撤去をいたすようにしております。そのように、これは

前の議員さんからも御質問がありましたと思いますが、不要と申しますか、あったら、ちょっと

みっともないようなところもございますので、そういうところを精査して、やはりもう早急にと

るべきところはとりたいと思っております。そういうことで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  今西議員。 

○議員（７番 今西 菊乃君）  本当に利用率の低いところとかは耐用年数を待たずに早急にすべ

きだと思います。 

 次の質問に入ります。 

 子育て支援についてですが、今回の行政報告の中にもございました「ながさき子育て応援の

店」とか、「長崎県ママのしあわせプレゼント事業」──これは県の事業だと思いますが、この

ようなものに取り組んでいくという方向性でお話がございました。 

 しかし今、壱岐で本当に必要としている子育て支援というものは、こういうものではないのじ
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ゃないですか。おかげさまで、子どもセンターの移動とともに子育て支援事業が週に１度水曜日、

子どもセンターで行われております。で、毎週１０組以上の親子連れが参加をされて、楽しい時

間を過ごしていらっしゃるわけでございます。中にはおばあちゃんがお孫さんを連れて見えてい

るところもございます。子育て経験豊かな方たちですが、「この施設があるから助かっているの

よ、自分の子育てのときと違って、孫にどのような遊び方をさせていいのかわからない。周りに

子どもがいないから一緒に遊ばせることもできないし、ここがあるから助かります」と、非常に

喜ばれておりました。子育て経験の豊かな人でさえ、現代では社会情勢が変革しておりまして、

子育てに対する不安があるわけでございますので、ましてや初めて子供を手にした新米ママが育

児ノイローゼになるのも無理はない話です。 

 現在は、子育てとともに親育ても一緒にしなくてはならない状況であります。それをするには、

子育て支援のセンター、拠点というものが必要になります。これは担当部と今壱岐にある子育て

サークルさん方の話し合いの中でも要望されていることと思っております。彼女たちは多くのも

のを求めているわけではありません。一部屋でいいんです、一部屋で。そしていつでも相談にだ

れか乗ってくれる人がいて、同じ悩みを持っている人や先輩の話が聞けて、子供を少し遊ばせら

れて、もうそれでいいわけです。で、一日じゅうあけろとか言っているわけじゃないんです。時

間を制限してもいいから、あそこに行けば子育て支援に関する情報があるのよとか、あそこに行

けば子供と会わせることができるのよというような、そういう拠点が一部屋でいいから欲しいと

言っているわけです。子育て支援の拠点づくりは厚労省の推進事業でもあると思います。市とし

てはどのような対処をなさるおつもりでしょう。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  今西議員の子育て支援についての質問にお答えをいたします。 

 今日の子育てを取り巻く環境を見ますと、核家族化の進行、また地域における人間関係の希薄

化、子育てに対する負担などによりまして、子育てに対する不安感が増大をいたしております。

私はさきに市内の４つの在宅の子育てサークルの若いお母さん方と意見交換会を行いました。た

しか議員もおいでであったと思っておりますが、このとき改めて核家族化などによる子育ての大

変さもわかりました。特に島外からお嫁に来られた若いお母さん方から、市内に全く身寄りもな

く、相談する人もいない。どこに相談してよいかわからない。ぜひ子育て支援の拠点をつくって

ほしいという切実な要望がございました。このため、急遽と申しますか、郷ノ浦町の保健デイ

サービスセンターの一室を大変狭隘でありますが、子育てサークルの活動拠点をして提供した次

第でございます。あわせまして週２回療育事業も行っております子どもセンターを開放しまして、

あそこには遊具もございます。遊具も提供を行い、大変今現在好評を得ているところでございま
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す。 

 御質問の子育て支援センターは、子育て中の保護者を支援する施設でありまして、具体的には

育児情報の提供や子育ての相談、育児講座の実施、子育てサークルの支援などが主な事業でござ

います。しかし現状は、今言うように着手したばかりでございまして、専従職員も配置をしてお

らず、今現在子どもセンターにおられます保健師や保育士で対応をしているところでございます。 

 今後も子育て支援の拠点として現在の施設で行ってまいりたいと考えておりますが、部屋の問

題につきましては、３階デイサービス事業も行われているわけでございます。これはもう、一つ

は子どもとお年寄りと一緒にするのも一つの教育ではないかと、そういう考えもありましたが、

スペースが足らないということであれば、このスペース確保も視野に入れて行っていきたいと、

このように思っております。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  今西議員。 

○議員（７番 今西 菊乃君）  今市長、子育て支援センターの一室を確保したとおっしゃいまし

たよね、答弁の中で。というのは、どこのことをおっしゃっているんですか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  先ほども言いましたように、今療育している子どもセンターのところで

ございます。 

○議長（深見 忠生君）  今西議員。 

○議員（７番 今西 菊乃君）  子どもセンターの中で療育していますよね。あれは全部療育用の

施設ではないんですか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  これは先ほども申し上げましたが、月曜日と水曜日の午前中を育児サー

クル及び家庭での子育て支援の場として、月曜と水曜でございますが、そこをお借りをして今現

在行っているということでございます。 

○議長（深見 忠生君）  今西議員。 

○議員（７番 今西 菊乃君）  わかりました。月曜日は郷ノ浦のサークルさんが、そして水曜日

は壱岐全体で行っているわけですよね、１０時から１２時までの２時間、そこのことをおっしゃ

っているんだと思います。それは重々承知をいたしております。 

 しかし、実際できるのは、みんなが来れるのは水曜日の１０時から１２時までなんですよね。

なかなか月曜日というのが、郷ノ浦だけのサークルさんなので、行っていいようにはなっている

んですが、行きにくい状況にあるんです。彼女たちが申すのは、３階にボランティア研究室があ
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るじゃないですか、あるんです。３階は生きがいデイに使われております。でもボランティア研

究室はあいています。本当なら、生きがいデイは週２回しか使わないんです。あれだけの広いス

ペースを。で、あとは閉めてあるわけです。市長がおっしゃるように、お年寄りと子どもを一緒

に育てるのであれば、本来ならば、あの生きがいデイのところを生きがいデイに使わない日の開

放をしていただきたいんです。あそこは広くて本当にいい施設だと思います。しかし、彼女たち

はそれを要求すると断れたと言っておりました。なかなかそこのところが行政の縦割れで横のつ

ながりができなくて断られたんだと申しておりました。それなら、その隣にボランティア研究室

があるんですよ。で、ちょっと生きがいデイのところにすれば狭隘なんですが、そこでも十分用

が足せるわけです。何にも要らないんです。おもちゃを買ってくれとか、本を置いてくれとか、

そういうことを言っているとじゃないとです。ただ机一つあって、子育て支援のお母さんたちが

来たときに相談に乗ってくれるだれかがいてくれて、あそこに行ったら子育てについて相談でき

るよとか、いろんな情報が得られるよとか、そういう施設が一つ欲しい、一部屋でいいから欲し

いと言ってあるわけです。あとは自分たちでしますと言っているんです。そこのところがどうも

行政とかみ合っていないような気がするんです、彼女たちの言っていることと。 

 で、あそこも週２回何か入っておりました。しかし、一日中貸してくれというのじゃないです

から、やろうと思えばできないことはないと思うんです。で、今ボランティア研究室は何も置い

てありませんでした。だから子育てサークルさんの何か置いても別に差し支えるような状況じゃ

ないと思うんです。そういうことを言っているんですが。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  私も先ほど申し上げましたように子育て支援センターを何とかしたいと

いうことで、現場も行ってみていろいろ対策をしたわけでございますが、今ボランティア研究室

があるということでございますが、私もそこらは見ているはずですけど、それで気がつかなかっ

たということは、ちょっと私も──ちょっともう一回見させていただきたいと思います。ぜひそ

ういうことで、ボランティアグループの方があるということで、私も一生懸命になって、何かよ

りよい方法ということでしたつもりでおりましたが、今議員が言われると何かボランティア教室

があるということでございますが、私もう一度確認をしてそこらを精査したい、このように思っ

ております。また、今のデイサービスの方にもいろいろと御相談をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  今西議員。 

○議員（７番 今西 菊乃君）  よろしく、ちょっと見られて、できましたら、ほんの一部屋でい

いと言っているんですから、何とか空き部屋がなければどこかに空き部屋をつくってでも対応を

していただきたいと思っております。 
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 九州で一番子育て支援が進んでいるのは熊本県だと聞いております。かなり過疎の村にまでい

ろいろな形で、農家の家を開放するとか、お年寄りだけの家を開放するとか、そういう形で拠点

事業がなされております。 

 先日、部長も見えてましたけど、民生委員児童委員協議会の講演にいらしておりました高山静

子先生と帰られるジェットホイルとちょうど私も同じ便になりましたので、ずっと先生とお話を

していたんですけど、「今の時代は子供が子供を産んで育てているのも同じことなんだ」という。

それはもうじゅうじゅう皆さんもお話を聞かれてそうではないかなと感じられているところもあ

ると思うんですが、「子供の成長とともに体験をして、親も親として育てていかなくちゃならな

い、そういう時代にあるんだ」ということです。で、赤ちゃんを育てられない親に思春期の子供

の取り扱いができるわけではありません。「子育てをしている今の若いお母さんたちに本当に必

要なのは、我が家でもない、実家でもない、全く違ったところで子供と一緒に横になって遊んだ

り、休んだり、そういう居場所をつくってあげることが本当に必要なんだと。その中で彼女たち

は親として育っていっています」ということでした。 

 子育て支援事業というのは、厚労省の推進事業でありますが、厚労省では中学校区に１個の子

育て支援センターをということになっております。しかし、ここ壱岐では、この支援センターは

一つあれば十分間に合うと思いますので、ぜひこの支援センターの、一部屋でいいですので、設

立を要望いたしておきます。よろしくお願いいたしておきます。 

 次に、図書館についてでございます。 

 昨年９月にも図書館について少し質問いたしておりました。郷ノ浦図書館の立地条件が悪いこ

と、そして蔵書が４万５,０００冊でこれ以上の収蔵能力がないこと。障害者対策がなされてい

ないこと、管理システムの導入がなされていないこと、そして石田図書館との運営の一本化、そ

ういうものをなされて管理システムのオンライン化を早急にすべきということを申し上げていた

と思います。 

 教育長の答弁は、壱岐の皆さんの教育のためには公民館、学校、図書館、博物館等が必要であ

る、今後図書館についてもその視野に入れて長期的な見直しが必要になっていくということでご

ざいましたが、オンライン化につきましては、市の光ファイバーと接続するという話を聞いてお

ります。が、まだ話だけのようでございますし、そのほかの件は一向に話が進んでいないのでは

ないかとも思っております。 

 郷ノ浦の図書館は倉庫も別の場所にあって、もうその中もいっぱいで整理ができかねるような

状況にございます。県下の新聞保存分や壱岐の郷土の新聞、そういう昭和３０年代ぐらいの、早

くマイクロ化しないと、もうぼろぼろになってマイクロ化ができなくなるような状況になってい

るということなんです。どこかでやっぱり今までのものをずっと保存していかなければならない、
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そういう使命が図書館にはあるんだと思います。 

 そんな中、今回利用客が多く、図書館として市民の皆さんに定着してきた石田図書館にコール

センター誘致の話があって候補地になっておりますが、今後壱岐市立図書館運営事務をどのよう

に構想をなされているのかお伺いします。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  今西議員の図書館についての御質問にお答えをいたしますが、郷ノ浦図

書館につきましては、議員の言われるように蔵書も多いことから、少々狭隘になってきておりま

す。今後は図書の整理に努めますとともに、蔵書の別途保管場所を確保してまいりたいと思って

おります。 

 また、石田図書館につきましては、御存じのとおりマリンパルの２階にありまして、施設の環

境も申し分なく、毎日多くの利用があっております。仮に現図書館がコールセンターの誘致施設

ということになった場合、移転先が問題でありますが、市の施設を改造して石田図書館を設置し

たいと考えております。 

 また、壱岐全体の構想をどのように思っているかという御質問であったかろうと思いますが、

やはり将来的にはひとつ大きなセンターの大きい図書館をつくって、あとは各拠点を小さいと申

しますか、そういう図書館にすべきであろうという構想は持っている状況でございます。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  今西議員。 

○議員（７番 今西 菊乃君）  明確なお答えをいただきまして、私も将来的にはどこかに一つの

大きな図書館をつくって、壱岐図書館を確立するべきではないかということを申し上げたかった

のです。できますれば、旧公立病院の跡地あたりだと非常に学校も近いですし、交通の便もいい

ですし、バス停も近いし、利用する人も非常に便利ではないかなと思っております。しかし、こ

れは財政を伴うことで、なかなか早急にということはできないでしょうが、でも郷ノ浦図書館は

市長急ぐとですよね。これ別途保管場所ということは、蔵書なさる分をどこか別につくられると

いうことですか、それとも古いものもどこか別に保管されるということですか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  蔵書も図書も入れかえがいろいろ必要というようなこともお聞きいたし

ております。そういうことで、蔵書をして、また定期的に入れかえるということに、そういう意

味でそういう保管場所ということでございます。 

○議長（深見 忠生君）  今西議員。 
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○議員（７番 今西 菊乃君）  わかりました。石田図書館は石田図書館の今ある本とかすごく人

気があって、利用客も多いんですが、郷ノ浦図書館は郷ノ浦図書館で各種新聞が置いてあるんで

すね。新聞を求められる方があそこへ行かれて、全く違ったパターンで、そして蔵書が郷ノ浦図

書館の場合は多いものですから、団体で借りに来られる、学校とか幼稚園とかサークルの皆さん

とかですね。だから利用が今全然対照的になっておりますが、それはそれで利用度が上がってい

るわけです。 

 で、どっちの図書館を見ましても、利用する人が最近ふえていると思います。小学校の１０分

間読書とか読み聞かせのグループとか、あとは読書サークルの方々が、やっぱり大いに図書館を

利用されていますし、学生が勉強をするのに図書館を利用いたしております。だから、今急にと

申しましても、なかなか新しい図書館ができるわけではないでしょうから、何とか便利よく、そ

して今保管をしてあるのが観光会館のプレハブか何かに保管をしてあると思うんですが、本当に

それでずっと収納していくのに対応できるのかどうか、そういうところを精査なされて図書館運

営を考えていただきたいと思います。そしてやっぱり近い将来──将来的にはじゃなくて、近い

将来、大きな図書館を一つつくられて、あとはマイクロ化すれば公民館図書館でも対応できるん

ではないかと思いますので、そういう構想を抱かれているのであれば、早急に、なるだけ早くで

きるよう努力をしていただきたいと要望いたしまして終わります。 

〔今西 菊乃議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  以上をもって今西議員の一般質問を終ります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（深見 忠生君）  次に、１０番、豊坂敏文議員の登壇をお願いします。 

〔豊坂 敏文議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（１０番 豊坂 敏文君）  それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

 大体２０分で終わる予定ですが、答弁をよろしくお願いします。 

 それでは、まず１点目に、税の前納報奨金の制度についてですが、このことについては、６月

の定例議会の中で同僚議員の一般質問に対し、市長は、将来的には廃止の方向で再度提案すると

した答弁がなされております。しかし、私は前納報奨金制度の継続という立場の中で話をしてい

きます。 

 まず、税金の前納実績を１８年度と１９年度の率を申し上げます。市県民税が１８年度の税額

の前納された実績ですが１８年が４３.２５％、１９年が４３.６６％、固定資産税が４７.２０、

１９年度が４７.４０％、国保税が３２.９９％、１９年度が３４.１５％、この３税を合計いた

しますと１８年度が４０.２０％、１９年が４１.２２％という前納率があっております。 

 前納額については、１８年度が１０億７,０００万円、１９年度が１１億３,９００万円の前納
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があっております。約４割がこの前納でされております。で、この数字は、やはり市民は前納に

メリットがあるということで、現在４割の前納がなされております。で、前納報奨金制度がある

ということは、市にとっても４月から６月、１・四半期の中で行政が最も歳入がないとき、４月

から６月という時期には財源がないです。そのときに４０％の税が納付されるということは、こ

の市にとってもメリットがあります。で、本制度を将来的に廃止すると、これは税の収納率の低

下にもなります。未納増になる可能性が応分にあります。よって、私は継続すべきであるという

ことを言います。市長の答弁をお願いします。 

○議長（深見 忠生君）  豊坂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  豊坂議員の質問にお答えいたします。 

 この件は６月議会でもお話をしましたように、前納報奨金につきましては、これはよそと比較

する必要もないわけでございますが、県内では既に何年も前に廃止した自治体、合併により廃止

した自治体がほとんどでございます。現在、長崎県のうちで交付しているのは佐々町と壱岐市の

みでございます。佐々町の場合は、壱岐市の交付基準の半分の率、もっと低い率で交付されてお

りまして、２０年度には廃止、このような予定となっているわけでございます。 

 壱岐市といたしましては、平成１８年度から廃止ということで御提案させていただいたわけで

ございますが、時期尚早ということで、平成１７年度までの交付基準の半額で集合税は２期目の

税額の２２.５％、固定資産税の４期徴収分は２期目の税額の８％交付をいたしております。 

 先ほど収納率が低下するのではなかろうかということでございますが、この前納──失礼な言

い方ですが、前納報奨金される方は、どちらかと言うと裕福な方でございまして、収納率の低下

には私はつながらないと、このように判断をいたしております。今後廃止の方向で議員の皆様方

の御理解を賜りたいと、このように思っております。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議員（１０番 豊坂 敏文君）  他と比較することはないということで、他の比較はされており

ますが、裕福じゃない方が納めてあるわけですから、皆さんが裕福ということじゃないですから、

その点を間違えないようにお願いします。 

 私は、この前納報奨金制度の廃止というよりも、今現下においては未収金の解消をするのが先

だと思います。現状は税の滞納、未収金の徴収対策、この徴収率のアップを図ることが先決であ

ると思います。１７年度末の税等の未納額が５億７,０００万円、それから、公営企業会計で

１８年度の企業会計で９,３００万円、こういう６億６,３００万円の滞納があります。まずは市

はこの収入未済額についての解消に特段の努力をすべきということを思いますが、どうでしょう
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か。それについては、まず滞納システムの活用が税だけではなくて、水道とか住宅とか公営企業

会計も適用すべきという解消策もあります。で、以前から答弁の中で話があっておりますように、

納税組合長の委嘱を早急にするということを言っておりますが、現実的にまだされてない、早く

検討じゃなくて実行することが先決というふうに思いますが、その点について市長の見解をお聞

きします。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  議員の質問は、未収金の方が先であるということでございます。これは

当然未収金は毎年これはもう大事なことでございます。年々こういう経済状況と申しますか、そ

ういうことでふえているということで、この徴収にはもう全力を尽くすのがこれはもう当然のこ

とでございまして、これが先ということではなくて、これはもういつも常にこれをやっていかな

ければならない問題と思っております。 

 また、滞納のことにつきましては、監査委員等からも指摘を受けておりますので、そういう対

策を講じてまいる必要があると、このように思っておりますし、また公民館長さん、納税組合長

さんに委嘱するということも、これも議員が言われるように早急に対応していきたいと、このよ

うに思っております。 

○議長（深見 忠生君）  豊坂議員。 

○議員（１０番 豊坂 敏文君）  それでは１番目の最後に、平成２０年度の予算編成の寸前にあ

ります前納制度の継続に向けてこの点を閉じたいと思います。 

 その次に、公共施設の耐震強度について質問いたします。 

 きのうの午後８時１０分にスマトラで８.４の地震があっております。津波も１メーターの発

生があっております。そういうこともあって関連ですが、耐震については、日本列島は白山火山

ですから、いつ地震が来るかわかりません。昨年３月２０日も壱岐でも地震があっておりますし、

そのために昨年全小中学校の施設について耐震調査が前段がなされております。でも、市の公共

施設の調査はどの程度進んでいるか、進捗状況と年次計画をお話願いたい。それから今現在公共

施設の中で、耐震性が既に設計であって、そういう施工がなされた施設が何個あるか、市長の御

答弁をお願いをします。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  豊坂議員の公共施設の耐震強度についてという質問でございます。 

 この防災拠点の施設となる建物や施設の耐震化につきましては、近年大きな地震が発生してい

る状況の中で、先ほどスマトラの件も申されましたが、この全国自治体におきましても厳しい財

政状況を背景に、この耐震化が進まずに問題となっているところでございます。 
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 平成７年に発生した阪神・淡路大震災におきまして、約２６万棟の家屋が全壊、あるいは半壊

をし、多くの人命が失われておりますが、その建物の被害状況を見ますと、昭和５６年５月以前

に建築された、いわゆる新耐震基準施工以前の建物に被害が多く発生をしまして、それ以降に建

築された建物につきましては被害が軽かったということでございまして、この昭和５６年５月以

前に建築された建物につきましては、耐震化を図らなければならないということと、昭和５６年

６月以降の施設につきましても、老朽化が進んだ建物については耐震に対する措置を講じなけれ

ばならないということでございます。 

 本市におきましては、指定避難所として指定している施設が６８施設ございます。そのうちに

昭和５６年５月以前に建築された施設は４４施設でございまして、これは全体の６５％に当たり

ます。したがいまして、本市における避難施設の耐震化率は約３５％ということになって低い状

況にあるわけでございます。今後この４４施設につきましては、耐震調査を実施し、状況によっ

ては耐震化を図らなければならないところでございまして、またその他の施設につきましても、

近年に建てられた施設を除きまして老朽化など認められる場合は、耐震化の調査を実施しなけれ

ばならないことは承知いたしておりますが、財源の関係などでこれまでなかなか実施できなかっ

たものでございます。 

 県におきましては、本年８月に長崎県耐震改修促進計画が策定をされ、各市町においても避難

施設を含めた耐震改修促進計画を策定をし、耐震化の推進を図るように求められておりますが、

県下市町では現在のところ１市のみが策定済みという状況でございまして、本市では平成２０年

度の策定に向けて努力をいたしているところでございます。避難施設では、平成１８年度から学

校施設を中心とした教育関係施設について優先度調査を実施しているところでございますが、今

後財源などを含め、県など関係機関と協議をしながら、耐震化調査及び耐震改修を年次的に実施

することで検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  豊坂議員。 

○議員（１０番 豊坂 敏文君）  今、財源財源ということを市長は言っておりますが、やはり国

県のある程度の補助制度、これはもう一応日本全体がこういう耐震化の診断をしなければならな

いわけですから、制度化の要求もされた方がいいと思いますが、そうすると財源は軽減されます。

それから防災マップの中の６８カ所のうち４４カ所がまだ調査してないということもあるわけで

すが、その防災マップの中の避難場所じゃないところも公共施設の中で危ないところもあります。

そういうことも含めますと、この公共施設については、もう２００カ所以上の公共施設があるわ

けですから、それについて先ほど言われました小中学校については優先度調査はされていますが、



- 126 - 

実際の調査がされていない。で、調査されてないからまだ改善策もされてない。ですから、この

優先度調査をしても同じですよ、実際の調査をしなければ。で、これについては早く調査をする

ように対応を願いたい。 

 で、防災マップの中にも、７番議員が先ほどちょっと触れておりましたが、防災マップの中に

も今回のスマトラで１メーターの津波があったときに、勝本浦でもきょうは満潮時でマイナス

０.５、もう５０センチぐらいが満潮時になっておりましたね、海岸線が。そうすると、１メー

ターあると、もう、すぐ津波が来るというふうになるわけですが、このマップの中に、海岸沿い

にある避難場所が８カ所ぐらいあります。これについても危ないというのが、避難場所にならな

いというのがありますね。これについても、そういう津波が来る場合の避難場所のこれは改革の

変更もしなければならないんじゃないかと思いますが、後で市長の考えを聞きます。 

 それから、小中学校の統合の今計画がありますが、協議中、協議が細かいものができておりま

すね。で、これはじゃあ小中学校で優先度調査されていますが、どこからやるかとなると、やは

り児童生徒が多いところから、大規模校から先に優先度調査はされてますから、その優先がどう

なっているかわかりませんが、この調査については生徒数の多いところ、大規模校から早急な調

査をして、改善すべき点は早急に改善をすべきだと思います。ここの避難箇所にも小中学校で

４５校ですか、避難場所になっています。ですから、こういうところを優先的に早く調査を行う

べきと思いますが、市長の考えを聞いて、事によったら再質問します。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  豊坂議員の質問にお答えをいたします。 

 先ほど避難施設が海岸線にあるところが何件かあるということでございますので、これは本当

に最近は壱岐も地震が来たように津波のことも考えていかなければならないということで、特に

老人の施設等の設置場所につきましても、そういう配慮が要る、そういう時代でございます。そ

ういうことで考えていきたいと思っております。 

 また、補助制度の要求をせろということでございます。これは補助もあるわけで、それに乗っ

て法はあるわけでございますが、補助率のアップとか、そちらの方の要望はしてまいりたいと、

このように思っております。 

 また、学校の統廃合関係、もちろんそういうことも考えまして、また特に学校施設も幾つもご

ざいまして、その中でやはり学校の中で今言う避難場所ですか、例えて言うならば体育館が多い

と思います。そちらを優先するとか、そういう形で計画していかなければならないのではなかろ

うかと、このように思っております。 

 以上でございます。（「ちょうど５分前になりましたから、以上で終わります。ありがとうご

ざいました。」と呼ぶ者あり） 
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〔豊坂 敏文議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  以上をもって豊坂議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（深見 忠生君）  ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時といたします。 

午前11時51分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（深見 忠生君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に、２２番、近藤団一議員の登壇をお願いいたします。 

〔近藤 団一議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（２２番  近藤 団一君）  通告に従いまして、市長に２点質問いたします。 

 １点は、観光振興についてであります。 

 以前に市長は、原の辻を観光振興の起爆剤というような表現で進めていきたいというような話

をされました、今もそうですけども。しかし、ここ数年の観光客の状況を見ても、つい先日です

けども、航路対策協議会の席上で、九州郵船の方から資料が出ましたけども、これは往復の分で

すけども、平成７年から１７年までの１０年間を見ても大体５万４,０００人ぐらいの減です。

そして１７、１８の１年間を見ても２万８,０００人の減と。これはフェリーと高速船と唐津航

路も含めた人数です。で、最近５カ年の一番観光客の多い４月から７月の第１・四半期といいま

すか、その辺を見ても、大体４万３,０００人、こういう数字が出ています。 

 それで、なかなか有効な手立てはないけども、とどのつまりは、やはり心のもてなしです。だ

から、いろんな展示館をつくったり、モニュメントをつくったり、その辺だけでお客が来る時代

ではもうないです。いかに心のもてなしをするかということになります。その辺がやはり頭に置

いて今後検討していかないといけませんけれども、なかなかそういうふうな状況にはなっていな

いような気がいたします。 

 そういうことで、それに対して年間の中で観光協会等も含めた各部門、その辺の検討会等がど

ういうふうに行われて、どんなアクションが実施されているのか、その辺を今回聞いてみたいな

という気がしております。 

 それで、確かに春夏時においても、施設ガイドボランティア等、研修しています。しかし

３０人とか４０人とか、そういうもので観光振興が成り立つわけがありません。やはり島全体、

地域ぐるみのもてなし、研修ですね、その辺が必要かなという気がいたします。その中で、例え

ば福岡市に派遣しているとか、県の福岡事務所に派遣している職員がいると思いますけど、この
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辺もデータ的にどうなのかです。訪問件数ですね。例えば市長さんのところへ訪問件数は１件で

す。しかし、１回行ったきりじゃやっぱりお客の獲得には結びつかない。２回行くか３回行くか

４回行くかわかりませんが、その辺の訪問件数と訪問回数です、その辺の把握がどの程度されて

いるか。それとあとは、例えばある会社に行った、その会社の職員がどういう状況で壱岐に来ら

れたか、観光で来たのか、所要で来たのか、その辺までの追跡まで含めた、それをやっぱり数字

として出していく。その辺が重要じゃないかなという気がいたします。 

 先々週ですか、長崎県の公民館大会の中で講師の先生が言われたことをちょっと申し述べます

けども、これは広めてくれということでございます。ある夫婦がディズニーランドに行ったと。

ランチを２つとお子様ランチ１つ頼んだと。で、臨時のウェイトレスが、子供もいないのに何で

お子様ランチかなと。で、しらばく待ったけどお子様が来ないと。で、御夫婦に聞いたら、実は

急に事故で亡くしましたと。じゃあそのアルバイトの女の子は、ああそうですかと、それはお気

の毒ですねと言ってお子様用のいすまで持ってこられたそうです。で、その夫婦は帰ってからデ

ィズニーランドに手紙を出したそうです。アルバイトの職員までここまで行き届いているのかと、

心のもてなしが。広めてくれということで御紹介をしましたけども、やはり心のもてなし、その

辺が今後の観光振興を占う意味で必要という気がいたしますが、まずはその辺を市長にお尋ねい

たします。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  近藤議員の質問にお答えいたします。 

 今、観光客の動向と議員が言われましたように、最近観光客の減少が右肩下がりという状況で

ございます。原因はいろいろありますが、私も議員が言われるように常々言っているつもりでご

ざいますが、おもてなしの心、これがやはり土台には一番大事なことでございます。 

 そういうことで、観光協会等もいろいろ講習会もしてはおりますが、そこら全体がなかなか結

びついているかなと、ちょっと疑問に思うところもありますし、また観光協会のみならず、地域

全体で受け入れる施設、気持ち、これが大事ではなかろうかと思っております。 

 いろいろ問題点を言えば、施設の問題とか料理の問題、接客の問題とか、いろいろ細々あるわ

けでございますが、いろいろ細々言ってもわからないから、私はいつも言っているのは、「また

来てね」、「また来るよ」という返事がいただけるような接待をするようにもてなしの心をする

べきと観光業界にも常々言っております。皆様方にもいろんな会のときでもそのように言ってい

るわけでございますが、やはりこれが一番のベースでございます。これが一番大事と思っており

ます。 

 先ほどディズニーランドのお話も聞いたわけでございます。本当にみんながそういう気持ちで
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あれば、壱岐がもっともっとその気持ちを表に出せば、もっといい観光客が来てくれるのではな

かろうかと、このように思っております。いろいろ今時代の流れで若干はほかの面でも、例えば

修学旅行の問題とか、また海水浴客が減っている状況とか、最近また燃油が高騰して運賃の問題、

高くなる、いろんな要素がございますが、やはり一番はおもてなしの心、これをやはり大事にし

なければならないと、このように議員と同様、私もそのように思っているところでございます。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  通告書の中に書いておりましたような検討会とかどのように行

われてどんなアクションが実施されているのかということは全然答弁にありませんでしたけど。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  その件につきましては、観光協会の方でいろいろ従業員とかその他いろ

んなことを観光協会の方が主導をしてそういう会合というか講習会をしている状況でございます。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  だから、そういうことも含めて、市長が答弁で、それは観光協

会の方が主導をしてと言われましたけど、やっぱりその辺まで情報として入ってきてないのが問

題じゃないですか、市の方に。例えば部長さんなりに答弁できるような、例えば部長に答弁しろ

とは言いません、市長に答弁なんですけども、その辺の情報公開とか情報開示とか情報の交流は、

観光振興の妨げの一因ともとれますけども、その辺いかがですか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  情報開示は担当課がおります。やっていると思います。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  私が今質問している検討会等が年間２回か３回行われておりま

すとか、それに対しては市の方もこういうアクションを打つように指導をしておりますとか、そ

ういう答弁が私は欲しいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（深見 忠生君）  市長、質問があっておりますように、観光協会も含めた各部門の中で検

討会等がどのように行われているかというような質問ですから、それに対して答弁をお願いしま

す。長田市長。 

○市長（長田  徹君）  内容につきましては、担当の方でそれは答弁させます。先ほども言いま

すように、観光協会にはその気持ちが大事ということで私はそういうふうに指示をして、当然担

当部にもそのように伝えているところでございます。あとどういう回数とか何とかまで、ちょっ

と準備をしておりませんので、担当課の方がわかっているかと思いますので、よろしくお願いし
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ます。 

○議長（深見 忠生君）  西村産業経済部長。 

○産業経済部長（西村 善明君）  近藤議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 実は観光客の誘致関係につきましては、観光協会、それから受け入れ協議会等々を通じまして、

各機関集まりまして会議をいたして誘客並びにこちらへ来ての対応等については協議をいたして

いるところでございます。 

 そういった中で、今特にメーンにいたしておりますのは、各種スポーツ大会の誘致というのを

前面に現在出しております。大体軟式野球大会、あるいは硬式野球大会、それから中学生、小学

生のバレーボール大会、それからバスケットボール大会、あるいはビーチバレーボール大会等々

の大会をできるだけ年間数多く計画をしたいというようなこと等が今盛んに進めている一つの大

きな誘客の事業でございます。それにつきましては、各競技団体等々と競技もいたしまして、大

会の運営と、それからまた地元に対します受け入れの段取り等を協議をして速やかに進むように

いたしております。またそれに対しましては、現在市の方で島外スポーツ団体の誘致促進事業と

補助金等々も絡みまして誘客を図っているところでございます。大体硬式野球大会等につきまし

たら、本土から十三、四チームありまして、大体それに伴いますあらかたの人員が約４００から

４５０名ぐらい、定数でございますので、約２泊３日ぐらいのペースでいきますので、延べ

１,０００人近い人数になると思いますけども、そういったことで大会等々をまず前面に今進め

ております。 

 それから、あとは事業関係で実は観光物産展等の実施を進めているところでございます。特に

福岡それから長崎それから広島等々におきまして、中には壱岐単独でやるものもございますし、

また壱岐・対馬・五島３島あわせてやるのもございます。そういった中で壱岐の踊り隊、それか

ら物産、それから観光あわせまして、地元３品観光地のＰＲ等々をすすめておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  各種スポーツ大会の誘致はいいんですが、やはり問題になるの

は、この辺もリピーターも視野に入れることが大事ですよね。それにはやっぱり受け入れ体制、

特に宿泊の充実、移動に対するかみこみですね、その辺が必要ではないかなという気がするわけ

です。 

 それと、先ほども申し上げましたけども、福岡事務所に派遣した職員の効果はデータ的にどう

なのか質問書の中に上げておりましたが、この辺はいかがでしょうか、あわせてお願いいたしま

す。 
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○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  福岡市への派遣職員のことでデータ化ということでございますが、数値

的データはこれは出ておりません。なかなか数値、計算の仕方がどうなのかということは専門的

で出ておりませんが、今御存じのとおり、福岡市経済振興局の集客交流部の誘致宣伝課集客交流

係に１名、また長崎県の福岡事務所に１名置いて、ともに研修に研さんを積むとともに、観光物

産の情報収集、また発信に努めているところでございます。２人とも壱岐のセールスマンとして

一生懸命頑張っていると思っております。──思っておりますじゃなくて頑張っております。 

 壱岐団地のふるさとフェアとか、細々言えば離島留学募集、また壱岐ツアーの提案、壱岐いき

ウエディング広告また旅行者と修学旅行対策打ち合わせ、福岡市の観光パンフに壱岐の広告など

の観光宣伝をしてもらったり、物産ＰＲにも壱岐事務所的に現地担当として、また主催者、出店

者との連絡調整や、またテレビ局や新聞社、広告代理店、企業でも対応を当たっておりますし、

また壱岐のイベントの誘致につきましても、彼ら２人が一生懸命頑張っているところでございま

す。また福岡市の学校関係とか大学関係にスポーツ誘致とか修学旅行に来てくれんかとか体験旅

行に来てくれんかと、福岡市の公民館にまで顔を出しているようでございます。そういうところ

にもその地域で壱岐に来てくれないかとか、そういうことをしております。 

 数字的にデータ的にはちょっと持ち合わせておりませんが、業務報告持参の折は関係部署にも立

ち寄りまして直接情報を入れるなどして、壱岐と福岡とのパイプ役になってくれると、このよう

に信じておりますし、また壱岐のセールスマンとして頑張ってくれていると、このように私は理

解をいたしております。（発言する者あり）先ほど言いますように、宿泊の充実ということはお

もてなしの心ということで、そういう面で対応しております。スポーツ誘致はスポーツ誘致で、

いろんな角度でいろんなスポーツ、硬式、少年野球、その他もろもろ、ジュニア大会とかバレー

大会とか、ちょっとデータはあると思いますが、かなりの数来ております。そういうことで御存

じと思いますが、それに対応する補助も１日１,０００円だったかな。そういう補助も出してお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  大体わかりました。市長、一応壱岐のセールスマンであれば、

やはりいろんなところに行ってあるということですから、せめて訪問件数とか回数あたりをデー

タとして私たちに公表していただきたい、その辺をお願いしておきます。 

 あと、例えば私たちよく行政視察行きます。しかし、また市庁舎の会議室で、「はい、さよな

ら」という相手方の市町村もあれば、「どうですか、ちょっとだけ御案内します」と言って、売

店のあるような施設に連れて行かれて、無理やりじゃないけどよかったら買って帰られませんか



- 132 - 

という、この辺の違いという気がするわけです。さっと帰らせるか、どこかに行かせてお金を使

わせるか。その辺も市の職員への教育といいますか指導といいますか、その辺が大事かなという

気がいたしますので、ぜひその辺も勧めていただきたいという気がいたします。 

 １番については終わります。 

 次に、２番でありますが、市民病院の問題と業務委託に関する件です。 

 病院もまたこの今月、先月ぐらいに、私もいろいろ話を聞きます。余りほじくるの好きじゃあ

りませんので、せっかくアドバイザーを招いて上昇気流に乗っている状況ですから、下降に転じ

ないような市長のリーダーシップを期待をしたいと思いますけども、その辺はいかがですか、市

長。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  近藤議員の質問にお答えいたします。 

 市民病院問題についてでございます。 

 市民病院の問題は、議員も御存じのとおり医師確保が最も重要な課題であると考えております。

４月から内科医師の２名減の中で、先生方には一般外来、また救急外来、入院病棟業務、手術、

宿日直などの過重労働にもかかわらず大変努力をしていただき、経営的にも上向いていることに

感謝いたしております。 

 しかしながら、先生方にも相当のストレスの中で勤務されていることも否めないところがござ

います。速やかな医師確保をしなければなりません。患者さんからの苦情等については、日ごろ

から病める患者さんの心情などを理解していただくように先生方には適切な対応、納得のいく説

明をお願いしているところでございます。 

 今、医師問題いろんなことございますが、やはり我々看護師、事務職員を含め、市民に対して

一生懸命この病院の役目、それぞれの機能を発揮するように心から──先ほどの観光ではないで

すが、おもてなしの心でしていけば、おのずとまたそこらの意思が病院全体に伝わるのではなか

ろうかということで、一生懸命職員いろいろ会議ちょくちょくして、そういうことで職員一同と

なって今一生懸命頑張っているところでございます。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  ちょくちょくという話がありましたけども、例えば４月、本年

の１９年度、病院の主だった院長さんを初め、部長、事務局長、その辺とか内科医長とか、その

辺いろいろあると思いますが、その辺との会議あたり、市長が参加した会議、どの程度あったの
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かなという気がいたしますが、その辺いかがですか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  会議には私はじかには行っておりません。内部でそういう会をしょっち

ゅうしておりますし、それには私の代理として管理部長、その他市山アドバイザー、そういうこ

とで対応をしていただいているわけでございます。私も体があくときは当然行くわけでございま

すが、今現在は、もう一生懸命部署で頑張ってくれている状況でございます。それをそういうふ

うに指示をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  今言われているのは４月から本年度に入って市長が一回も行っ

てないと。その辺が問題と言われているわけです。だからやはり、せめて３カ月に３回か４回、

会があるなら１回は出席をして、最高責任者がその場にいて、いろんな問題に、討論に参加する

ということが重要というような気がいたしますが、その辺はいかがですか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  その件は私もそのように思っておりますが、今言う市山アドバイザー、

それと管理部長に私は、打ち合わせはもうしょっちゅう行っております、病院には。それで、そ

の会議には顔は出しておりませんが、機会があれば──機会があればじゃなくて、出るように努

力をしたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  やはり副市長とかアドバイザーに言って処理をするのではなく

て、市長みずからが足を運んで経営に参画していく、いろんな問題に参画していく、そういう態

度を見せることが士気を高める一因にもなりますので、そこは今後やっていただきたいという気

がいたしますが、いかがですか。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  私、職場の各部署に顔を出して、自分の体のあいている限りはそういう

努力をしておりますが、今後議員が言われるように、正式な会議には参加しておりませんが、そ

ういう機会をつくって参加したいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  次に、病院の中の業務委託の関係なんです。昨年の決算審査意

見書の１３ページにありますけども、３１件９,９００万円で、１億円ぐらいの中の、もうほぼ

９８％程度は随意契約と、１社ね、要するに会社が一つの随意契約。で、規定では２人以上のも

のから見積書を徴さなければならないとか、それとか当年度ではほとんどが実施されていないと。
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で、随意契約の理由も明確にされていない。この辺は財務規則に反するものというようなことで、

ちゃんと意見書の中にあるんですよ。 

 で、病院の開設ちょっと前ですけども、私も話の中には聞いておったんですが、開設前だから

しようがないかなという気持ちを持っていたことはどういうことかというと、やっぱりずっと建

設当時からかみ込んできた業者あたりにやらないとスムーズにいかないと。で、１回１年随意契

約したら、せめて２年か３年せんと本物にならないとか、そういう何かわけのわからんような理

由を述べられたことを覚えているわけですけども、確かに市から見たら、１社に割り振って業務

をしてもらった方が助かるんですよ。何でかと言ったら、窓ガラスが割れた、「ああ、済みませ

んお願いします」。じゃあその人、その業者がガラスの業者に電話するわけです。「済みません、

植栽の関係ですけども、木が枯れました」。「はい、そうですか」。もうそこに言えば植栽の方

にその人が電話するわけです。しかし、例えば電球１本かえるとして、その部品代が１,０００円

とします。取りかえ料が１,５００円ぐらいとして２,５００円ですね。しかし、手数料が要るわ

けですよ、要するに業者に。業者に例えば２,０００円の手数料が行ったら、結果的には電球

１個取りかえるのに４,５００円かかるわけです。だから項目が３０あれば、その３０の業者に

割り振る必要はないですけども、細切れの契約をして、業者に入札したり、一遍に競争入札して

もいいし、随意契約してもいいし、その辺がちょっと配慮が足りないのじゃないかなという気が

するわけです。 

 それで、ずっと見てますけども、そうなったら、市の職員の負担がふえるわけです。「済みま

せん、事務長、電球が切れました」。そしたら事務長自身が電話をするか、担当が電話するかな

んです。「済みません、事務長、自動ドアが動きません」。そしたら事務長が担当に電話させる

か、もしくは自分でするかなんです。業務はふえるけども金額的な維持管理の経費は下がるわけ

です。で、この辺をどこに接点を持っていくかというふうになるわけですけども、この辺はいか

がでしょうか、お考えは。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  業務委託について今いろんなお話がありましたが、修理等も何か業務委

託、すぐ緊急なときも、よくわかりませんが、今そういう時と場合のチョイスがあるのではなか

ろうかと思います。 

 この業務委託についてでございますが、昨年総務省のアドバイザー派遣事業、また議会の厚生

常任委員会などの御指摘を受けておりましたので、ことしの１月から市山アドバイザーの指導の

もとに院内に委託料の縮減対策ワーキンググループを設置いたして、委託業務のすべてを一つは

委託業務の仕様、業務内容を再点検し、予定価格に反映させ競争入札とするものと、もう一つは

医療機器等で機種、業者が特定されているもの、あるいは複数年契約等のため１９年度中の見直
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しが困難なものの２つに大別をいたしまして見直し作業を実施いたしました。その結果、１のグ

ループ１３項目については年間で約８５０万円程度の縮減効果が上がっており、また２のグルー

プについても、今後の契約更新に向けて引き続き仕様内容の再点検や見直しを実施し、縮減を図

ることといたしているところでございます。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  その削減ができるわけですよ。１月にワーキングを立ち上げた

といいますけども、ぜひ２０年度の改善に向けて取り組んでいただきたいし、強力に進めていた

だきたいという気がいたします。 

 とにかく、職員の面倒という意識を捨てないと、この辺は解決しませんよ。経費をいかに下げ

るかということは、結果的には職員の面倒さにつながってくるわけですから。そこを面倒と思う

のか、経費削減のためにはやむを得んかなと頑張ると、そういう決意があるかどうかの話で、そ

こも職員の意識改革、それが必要という気がいたしますけど、全体的に、恐らく病院に限らず、

ここもそうですね、西部開発センターも恐らくそうと思う、幾つかやっぱり委託していると思い

ます。恐らく１０か１５か２０かわかりません。文化ホールでも一緒です。恐らく３０から一応

４０の間で委託と思います。いろんなものがありますから、壁から、カーテンから、自動ドアか

ら、電球から、ガス・水道・電気までありますので、要は要するに職員の面倒意識を捨てるとい

うこと、意識改革ですね。その辺はいかがですかね、今後進めていくに当たっての市長のお考え。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  先ほども申し上げますように、そういうことで今現在やっているわけで

ございますので、意識改革ができていると、このように思っております。まだ足らない分は職員

にその旨伝えていきたいと思います。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  以上で質問を終わります。 

〔近藤 団一議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  以上をもって近藤議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（深見 忠生君）  次に、１２番、中村出征雄議員の登壇をお願いいたします。 

〔中村出征雄議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（１２番  中村出征雄君）  きょうの質問の最後となり、市長も午前中から大変お疲れとは

思いますが、いましばらくお付き合いをお願いいたしたいと思います。 

 では通告に従い、私は大きくは３点、９項目について長田市長にお尋ねをいたします。 

 質問の第１点目でございますが、かたばる病院療養型病床の転換計画についてであります。 

 かたばる病院は国より移譲を受けまして、はや４年目を迎えております。これまでの経営状況
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を見ますと、年々市の負担金も増額しており、移譲後５年間は平成２０年度までは赤字額の

５５％を国が補てんをするようになっております。その後の病院経営が非常に心配をされるとこ

ろであります。 

 県の離島医療圏組合におきましても、現在の旧病院を主に入院医療を担う医療機関、また外来

診療を担う医療機関に機能分担して、入院医療機能を持つ病院については、旧病院を３つの基幹

病院に集約化し、効率的な運営が検討されております。将来的には県立の島原病院及び県立精神

医療センターとの統合、あるいは地方独立行政法人構想が浮上をしておるようであります。 

 そこで質問の（１）国の医療制度改革によって、国は３８万床ある療養型病床を６０％削減す

る計画についてでありますが、長崎県では今年１２月末までに各事業主に対して療養型病床の転

換計画の調査を行っているとのことであります。かたばる病院において現在４８床の療養型病床

をどのように今後転換されるかについてであります。 

 壱岐市の１８年度末の高齢者の状況でありますが、６５歳以上の高齢者人口は９,６０３名で、

高齢化率は３０.２４％、そのうち独居老人の数は１,２７９名で、高齢者のみの世帯もかなりあ

るのではないかと思います。私は、療養型病床の削減は地域の実情に即した削減であるべきであ

って、国の画一的な削減には疑問を持っています。市長はかたばる病院の４８床の療養型病床に

ついて今後どのように転換しようとなさっておられるのか、まずお尋ねをいたします。 

 次に、（２）壱岐管内の療養型病床は、民間病院を含めますと２４８床で、単純に６０％削減

となれば１５０床の削減となります。壱岐の高齢化の条例については先ほど述べたとおりで、も

し基準どおり削減となりますと、家に引き取るにしても、独居老人で引き取り手がない。また高

齢者世帯で介護が困難で、私は介護難民が発生することが火を見るよりも明らかであります。市

長はこの状況についてどのようにお考えかお尋ねをいたします。 

 また、民間病院の療養型病床は７つの病院で２００床、うち介護型が３８床となっております

が、転換計画の動向がもしわかっておれば、あわせてお尋ねをいたします。 

 次に、（３）かたばる病院について国よりの移譲時と今では医療情勢も大きく変わっていると

思います。例えば今後福祉施設への全面転換が可能か、また国より移譲時の条件として１０年間

は病院として病院機能を一部でも必ず残さなくてならないのかについてであります。 

 以上、３項目について市長の答弁を求めます。 

○議長（深見 忠生君）  中村議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  中村議員の質問にお答えいたします。 

 まず、かたばる病院療養型病床の転換計画ということで、今の４８床の療養型病床はどのよう

に転換するお考えかということでございますが、まだかたばる病院のあり方につきましては、壱
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岐市病院運営審議会においても審議をなされまして、その中で現在進行中の地域ケア体制の基本

構想との関連を見据えながら介護施設併設なども検討する必要があると、こういう意見であり、

今後福祉施設併設などについても検討していく必要があるのではなかろうかと、このように思っ

ているところでございます。 

 ２点目に、介護難民が発生するのではなかろうかと思うがどうかという御質問であったわけで

ございますが、現在壱岐医師会の主催で療養病床を有している医療機関が集まりまして、療養病

床に係る検討会を発足をいたしまして、療養病床削減などの対応について協議をしているところ

でありまして、今後も引き続き協議していくところであります。 

 市としましては、現在第４次介護保険事業計画を作成しているところであり、地域ケア体制に

関する基本構想では、療養病床の再編に伴いまして、できるだけ住みなれた自宅または地域で高

齢者が安心して暮らし続けるための基盤整備につながるものでなくてはならないとありまして、

この真意に沿って介護保険による施設サービス、在宅サービスのほか、高齢者向けの住まいと見

守りサービス、多様な住まいでの療養生活を支える在宅医療等について今後検討をしていかなけ

ればならないと、このように考えております。 

 また、民間病院の転換動向についてでございましたが、医師会への問い合わせをしたところ、

転換等についてはまだ未定であるとのことでございましたし、またそういう先ほども申し上げま

した、こういう療養病床を持っている医療機関が集まりましても、まだ今協議中というところで

ございます。 

 次に、国より移譲後１０年間は必ず療養型病床の何床か残さなくてはならないかという質問で

ございました。本年４月１８日に病院管理部長並びにかたばる病院事務長が東京の医療センター

内にあります国立病院機構本部で担当事務レベルでの協議した段階では、１０年間は病院機能

２０床をもって運営しなければならないと、こういうことでございました。しかし、今後も、今

国は先ほど療養型を減らすということで国の情勢も変わっております。そういう状況だから、ぜ

ひかたばる病院につきましても、ちょっと今の状況を変えていただいて何とかできないかという

ようなことで、今後折衝していかなければならないと内部で検討をしているところでございます。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  中村議員。 

○議員（１２番  中村出征雄君）  今月中には多分かたばる病院についても検討委員会の報告があ

るということでございますが、まず民間の病院が今療養型については検討中ということですが、

私が聞くところによると民間病院もやはり、特に一般の入院患者と違って介護報酬の場合は額が

低いということで、若干敬遠気味なところもあるんじゃなかろうかと聞いております。 
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 そういったことで、私は、もし民間病院が極端に療養型が減るようであれば、やはり私は壱岐

の高齢者のために、場合によったら赤字になってでもやはり私は４８床そのまま継続も必要では

ないかと、こういうふうに考えております。 

 それともう一つは、一部を療養型を残して、そして一部を福祉施設──先ほども医療系の関係

でも申しましたが、やはりやるのであれば全部残す。一部であれば離島医療圏でも検討されてい

るように、やはり入院施設は一カ所に集中すべきとこういうふうに考えておりますので、４８床

そのまま残すか、それとも全面転換するか、そういった決断をいつかはするときが来ようかと思

います。 

 そういったことで、当然その療養型病床の減については、やはり市も中に入って、民間の病院

でもしそういった撤退の考えであれば、ぜひとも私は残すような方法で検討していただきたいと、

こういうふうに思います。 

 それでは、次の質問の２点目に移ります。 

 特別養護老人ホームの建設及び増床についてでありますが、（１）現在老人ホームの待機者は

養護老人ホームで８０名、そして特別養護老人ホームで５７名、民間の特養ホームで５０名とお

聞きをいたしております。そうしたことで、特別養護老人ホーム待機者は１０７名でありますが、

そのうち、自宅での待機者は何人あるのか、まずお尋ねをいたします。 

 次に、（２）でありますが、現在の特別養護老人ホームは昭和４６年の建設で、その後、昭和

５０年に３０床増床、そしてさらに平成２年に２０床増床し、現在は１００床となっております。

老朽化が著しく非常に危険な状態であります。 

 昨年１２月の定例議会で、厚生常任委員長報告でも施設の老朽化と入所者の安全を考えるとき、

もっとゆとりのある場所に早期に移転新築が必要である旨、これは再度の指摘があっております。

そして、先般の６月定例議会でも同僚議員の質問に対する市長の答弁では、今の特別養護老人

ホームは非常に老朽化しており、早急に移転すべきと考えているとの答弁でありましたが、建設

の時期については全く触れられておられませんでしたので、改めてここでいつ建設されるのかお

尋ねをいたします。 

 また、先ほど申し上げたとおり、多くの待機者がおられ、申し込んでも死ぬまで入れなかった

ということもお聞きをしております。 

 去る７月３１日、壱岐地区の在宅高齢者、あるいは身障者の自立支援を目的とした県福祉保健

部主催の地域会議が県の各課長さん方も出席のもと、壱岐地方局で開催をされました。私もその

会議の中で療養型病床の削減問題、そして特別養護老人ホームの建設増床の問題が壱岐にとって

は緊急の課題である旨、質問をいたしましたところ、県の担当課長の答弁では、特別養護老人

ホームの建てかえについては、壱岐市より計画が上がってくれば積極的に協力をいたします。増
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床については、他地域に比較し、壱岐では施設の充実度から見れば県としては難しいのではない

かとの見解でありましたが、市長は増床についてどのようにお考えかお尋ねをいたします。 

 次に、（３）建設場所の早期決定についてであります。 

 県に認可申請をするにしても、建設場所の決定が私は第一条件であることは言うまでもありま

せん。これから新しい場所の選定をし、用地交渉となりますと、ますます建設の時期はおくれる

ばかりであります。早急に建設場所の決定を私はすべきと思います。 

 これまでの６月定例議会で同僚議員より提案がありました、旧勝本町が拠点まちづくり事業で

取得されております亀石地区は、場所的にも壱岐市の中央部でもあり、用地交渉の必要もなく、

壱岐市の財政を考えるとき最も私は適地ではないかと思います。市長はそれに対してどのように

お考えかお尋ねをいたします。 

 以上、３項目について市長の答弁を求めます。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  中村議員の特別養護老人ホームの件につきまして答弁をいたします。 

 この特養ホームの自宅待機者につきましては、現在市立の特別養護老人ホームが１１名でござ

います、自宅におられるのがですね。民間の特養老人ホームが１７名となっております。 

 次に、２番目に、特養老人ホームの建設及び増床についてということでございますが、特養老

人ホームの建てかえにつきましては早急にと考えております。前回もそのように答弁をしたかと

思います。 

 先ほど議員が言われます増床を含めたところで建設となりますと、国の基準が関係をしてくる

わけでございます。増床につきましては、平成２６年度における施設サービスの利用者の合計数

のうち、要介護２以上の認定者に対する割合を３７％以下とする目標を策定するように国の指示

があっております。じゃあ今の壱岐の状況はどうかと申し上げますと、壱岐市では既に６０％を

超えているという、こういう数字になって、なかなか増床は厳しいのではなかろうかと思います

が、平成２０年度が３年ごとの計画の見直しに当たりますので、この基準の緩和を何とかできな

いかと、これも要望しているところでございます。非常に我々は足らないと思っているわけでご

ざいますが、国の基準に言わせれば、壱岐は多いというような数字のようでございますが、この

基準緩和も要望してまいりたいと、このように思っております。 

 次に、建設場所の早期決定についてでございますが、建設整備計画検討委員会を早急に立ち上

げ、建設場所の決定に向け検討をしてまいりたいと、前回もそのようなことを言っておりました

が、今現在それについてするようにしているわけでございます。 

 そういうことで、検討委員会で検討をしてまいりたいと思っておりますが、私個人的に申し上
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げますれば、やはり医師の確保、こういう施設にはやはり病院が近くなければならないとか、い

ろんな諸問題もございます。これはちょっと無理かもわかりませんが、一番いいのは今のかたば

る病院のところに持っていければ一番いいなと、このように思っておりますが、先ほど言われる

療養型病床の問題、それに国との約束事の問題、これをクリアするには時間がかるようでござい

ますので、ここらを含めまして検討委員会で検討していただければならないと、このように思っ

ております。 

 以上でございます。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  中村議員。 

○議員（１２番  中村出征雄君）  先ほど自宅待機者は特養が１１名、そして民間が１７名計

２８名ということでありました。先般、私が県の課長に質問したときには２２名という答弁であ

りましたので、そういった数字もやはり県の方にも十分実情を話すべきと思います。 

 そして、先ほど特養の場合は介護度２以下の３７％ということですが、それぞれ高齢者の人口、

あるいはやはりその地域の実情がかなりあると思うんですよ。現にそういうふうに２８名の方が

待機されておられる。今後は高齢者社会ですから、ますます私はふえると思います。そしてまた、

療養型でも減るようになれば、なお介護難民がふえてくると思いますので、その点については十

分今後県との折衝をお願いしたいと思います。 

 それから、場所の関係ですが、今から検討委員会をつくるということですが、私はもう、先般

６月でも同僚の議員がかたばる病院では、あれを全部壊しても場所的に無理じゃないかという御

意見も出ておりました。やはり私は場所的には先ほど申し上げた、亀石が一番中心で適地と思い

ます。そういったことで、もうあと市長の任期も半年ですが、私は場所だけでも任期中にぜひと

も決定できるように努力をお願いしたいと思います。 

 それと、建設年度については今から検討検討ということですが、ある程度予定はわかりません

か、市長。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  今の場所の問題もありますので、ちょっと早急に建設したいということ

でございますが、本当によりよい療養所をつくるためには悔いのないようなものをつくりたいと

思います。やはり施設にもやっぱ病院が近いとか、いろんなまた要素があるようでございますの

で、そこらを後で悔いのないようなものをつくりたいと、このように思っております。 

○議長（深見 忠生君）  中村議員。 

○議員（１２番  中村出征雄君）  できるだけ早い機会に建設年度、あるいは場所等についても決

定されることを要望いたします。 
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 それでは、次の質問の３点目に移ります。市民税の督促についてどのようにしているのか、ま

た窓口対応についてであります。 

 （１）でありますが、昨日も税、使用料の徴収については議論がいろいろとなされておりまし

たが、現年度分の税については、納期限過ぎた分については、それぞれ督促状を出されているこ

とと思いますが、過年度についての催告等はどのようにされているのかお尋ねをいたします。当

然、計画的に未納者宅への訪問、そして請求、そしてまた時効中断の措置、納付誓約書等をとっ

ておられるのではないかと思います。５年間一度も請求もせず時効中断も措置もしなければ、税

法の規定に基づいて時効消滅するのではないかと私は思いますが、市長はどのようにお考えかお

尋ねをいたします。 

 次に、（２）一市民の方が、去る８月２１日に、９月に島外の病院に入院予定ということで、

家族の方が市役所に高額医療となるために今度４月から改正されました国民健康保険限度額適用

認定書の請求に行かれました。行ったところ、窓口で平成１４年度、１５年度分の税が未納であ

るので限度額適用認定書は出せないと言われてびっくりしたということであります。その日また

市役所へ行かれて、娘さんだったので、御本人が行かれてやかましく言って、限度額の適用認定

書はその日に授与をされたということであります。本人は未納しているつもりは全くなかったと

いうことであります。同時に、これまで５年間、御本人の話では、町及び市からの未納の請求、

あるいは家への訪問されたことも一度もなかったとのことであります。もう今だに──先月の

２１日ですが、未納の明細等の説明もなく、大変立腹をされておりますが、そのことが事実であ

るのかどうか、まずお尋ねをいたします。 

 次に、（３）でありますが、窓口の対応についてでありますが、市民の方が窓口に相談に見え

た場合に、もし相談に応じられない場合には、私は特に相手が理解できるよう親切丁寧に窓口対

応をすること、それでもやはり理解ができない場合には、私は家まででも行って理解を求めると

いう、そういった心構えを持つことこそが私は市民サービスであると、こういうふうに考えます。

と同時に、その窓口の方がやはり担当課、当然税務係となると思いますが、そういった連携を密

にして、そして迅速な対応が必要であり、今回そのような迅速な対応が足りなかったのではない

かと私は思いますが、市長はどのようにお考えかお尋ねをいたします。 

 以上、３項目について市長の答弁を求めます。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  中村議員の税の答弁につきましては、担当部長よりさせますのでよろし

くお願いをいたします。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 
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○議長（深見 忠生君）  山本市民部長。 

〔市民部長（山本 善勝君） 登壇〕 

○市民部長（山本 善勝君）  １２番、中村議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず１点、過年度分の催告等についてどのようにされているのか。５年間請求、時効中断措置

をしなければ時効消滅するのではという御質問でございます。現年度は、まず最初に未納者に対

して督促状を出しているわけでございます。過年度分につきましては、年２回、例年６月、

１１月に催告書を送付しております。本年度につきましては第１回目を８月に送付しております。

滞納期間が長期になりますと時効消滅ということになりますが、税法上では仰せのとおり、その

期間は５年と定められております。 

 その中断措置といたしまして、滞納者の滞納額を承認する納付誓約書の提出、それから支払い

能力はあるのに意思がないような不誠実な滞納者につきましては、差し押さえ等を行うなどの手

段を講じているところでございます。 

 それから、２点目、８月２１日の市民の方が税務課に見えて、窓口での対応ということでござ

いますが、いまだに未納の説明明細もなく、これが真実なのかということでございますが、こと

しの８月２１日に国民健康保険限度額適用認定書の請求についてお見えになっております。その

方が平成１４年度、１５年度分の滞納者ということで、いろいろ窓口で対応したわけでございま

すが、過去土地評価の件で異議を申し立てをされ、一部の土地について納得いかないということ

で、その土地にかかる税が滞納になっていたようでございます。その件について、平成１６年

１０月１５日に納税相談にお見えになって、一度滞納明細書について説明はしておりますが、納

税者本人の理解を得ることはできなく、今日まで至った状況でございます。 

 ８月２１日の時点は、これまでの税務課の対応状況をかんがみて、１９年度の認定書は交付を

いたしております。ただ、またこれも来年以降も発生しますので、今後も理解していただくよう

説明を行い、納付されるように努力を重ねていきたいと思います。 

 それから、３点目、窓口の対応について、親切丁寧に窓口対応することが市民サービスである

のではないかということでございますが、当然それは基本でございます。税務課窓口の対応につ

きましては、日ごろより市民サービスの向上を目指し、納税者の立場に立ってわかりやすい言葉

で説明し、市民の皆様方から納得、理解していただくように指導しているところでございました

が、今回は十分な対応がそれぞれできていなかったと。これから自己研さんに励むように職員に

もよく指導していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

〔市民部長（山本 善勝君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  中村議員。 

○議員（１２番  中村出征雄君）  まず、当然地方財政を圧迫する中、税は地方行政の根幹をなす
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ものであります。いろいろ国よりの交付金等についても税の収納率によって大きく交付金等が左

右される仕組みになっております。当然税を納める方、そして納めない方、納めなくて済むので

あれば、これは納め得になります。これはやっぱり当然公平でなければいけません。しかしなが

ら、課税の仕方が間違っておって納めてない方、こういった方も当然そういった申し立てをされ

るのは当然であります。特にそれぞれ各旧町ごとにも市に対する不満等で納めていない方も私は

かなり各旧町におられるのではなかろうかと思います。そうしたことで、そういった方にはやは

り一人一人丁寧に説得をして、１件でも減らすような努力をしていかないと、それがますます波

及してふえてくるのではなかろうかと思います。 

 先ほど評価がえの関係で還付ということで、たしか１６年ですか、御本人に説明しましたが納

得を得られませんでした。それからもう１７、１８、１９、３年以上たっているわけです。それ

に対してその以降１回もまだ話してないというのは、私はいかがなものかと思います。やはり先

ほども申し上げましたように、窓口の対応というのは、別に相談に見えて、イエスという方には

私は過剰なサービスの必要はないと思いますが、やはりノーという方には、できるだけ窓口で理

解されるよう、そして先ほども申し上げるように、やはり家まで行ってでも理解を求めるような

心構えを、私は市長がいつも観光の方で言われますおもてなしの心、そういった心の職員の教育、

特に窓口を担当しておられる方には、そういった研修、教育等を私はしっかり市の方でもやって

いただきたいと、こういうふうに思っております。 

 税の課税誤りの関係には、もうきょうは通告しておりませんから、あえて話は申し上げません

が、とにかく今回の場合でもすぐ税の方と連携されて、もう２０日以上なるわけですから、やは

り御本人に会って、御本人も幾ら未納なのか全く御存じじゃございません。もう１年分全部納め

てないのか、それとも一部なのか、やはりそういったのが連携を密にしていただいて、その問題

後の事後処理を迅速にするべきと、こういうふうに思います。 

 最後に市長の考え方を聞いて私の質問は終わりますが、ちょっと市長の考えを聞きたいと思い

ます。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  今２０日以上それから行ってないということを聞きました。これ早急に

そういうことであれば行かせたいと思いますし、また税は協働社会の維持活動のための協働費用

でありますので、収納率の向上は市民間の公平性の確保と市政への信頼性を高めていく上で重大

なことでございます。今後さらに厳正な収納、滞納管理に努めてまいりたいと、このように思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  中村議員。 
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○議員（１２番  中村出征雄君）  特にやはり行政に対する不満の方も島内には結構おられると思

います。そして今のようなケースについては、ずっとその後１６年以降は全部現在まで完納され

ておるわけです。そういった方であれば、特にやはりその２カ年というのは何らかの問題がある

わけですから、ぜひとも早急な対応をしていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたように、徴収対策、そして職員の教育指導に一層御精進いただくことを

申し上げて、私の質問を終わります。 

〔中村出征雄議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  以上をもって中村議員の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（深見 忠生君）  以上で本日の日程は終了しました。 

 ここで報告を１件申し上げます。民生委員推薦委員の選出についてであります。市長より民生

委員推薦会委員の選出について、議会より２名の選出の依頼があっております。本委員会につい

ては、民生委員法により議会議員を含めることになっており、職務の内容から厚生常任委員の中

から選出することが適当とされております。したがいまして、厚生常任委員会で協議の結果、市

山繁議員と今西菊乃議員を選出することになりましたので御報告を申し上げます。 

 以上でございます。 

 これで散会をいたします。大変皆様お疲れでございました。 

午後２時11分散会 

────────────────────────────── 

 


